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教育制度体系の構造的理解に向けた理論枠組みの検討 

―「比較制度分析」による教育制度の分析可能性と意義― 

大島隆太郎 

A Study of a Theoretical Framework toward a Structural Understanding of Educational Systems: 
A Possibility and Significance of Analyzing Educational Systems with "Comparative Institutional 

Analysis" 

Ryutaro OHSHIMA 

This paper discusses the application of Comparative Institutional Analysis (CIA) as a methodological framework to 
educational systems. CIA is one of the theories of institutional economics, and this article studies Masahiko AOKI’s 
concept (Aoki, Toward a Comparative Institutional Analysis, 2001): (1) the definition of institutions, (2) institutional 
linkage (institutionalized linkage and institutional complementarity), and (3) the mechanism of institutional 
evolution/change.  CIA defines institution as “a self-sustaining system of shared beliefs about how the game is played” 
(Aoki 2001) based on the theory of games.  Owing to this definition, we can argue the synchronic and diachronic 
problem about institutions including customs. 

  This concludes that using CIA to analyze educational systems is meaningful because CIA would enable us to 
clarify the (mainly economic) mechanisms of educational systems structurally and analytically, not based on the market 
mechanism, which standard economics typically adopts, and would also bring us the realistic knowledge to help reform 
educational systems.  In particular, since Aoki’s study has the theory of post-war Japanese economic system, we could 
understand Japanese educational system in more detail according to his theory. 
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1. なぜ比較制度分析を導入するのか

 本稿の目的は、教育制度を体系的かつ構造的に分

析、理解する枠組みとして、制度経済学の理論であ

る「比較制度分析（Comparative Institutional Analysis：
CIA）」を採用・導入する意義と可能性を論じること
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である。この検討を じて、筆者は、 制度

を教育制度の に いることが、教育制度に機

している に経 的な を、 経 学

に見られるような 場 義的な 論に せ に、

的かつ 的に し、経 ・社会的 にお

いて 実的な制度 に する 見を しうる

で有 であると する。 

 

治期の 、 後 に次 、「第 3 の教育 」

期と ばれるものは 教育 会 の成

（1 年）から えても に 3 年が経過している

が、 016 年 にあってもなお に第 3 期の教育

制度というものが した があるとは えない。

村（ 013）のような「な 、 はいつまでも

くのか 」と 題に げる まで刊行される

である。この 村（ 013）は教育社会学の 場から

この 30 年に の の問題 を し、最後

に、「 別の 論から制度の 論へ」（ 村 013 終

）と を 開しているが、教育行政学の か

ら見れば、入 という けもあって、 に

「制度」に んだ 論になっているとは えな

い。かといって、教育行政学が、かつての教育 論

の に 的な「ア 教育行政」学として

に機 しなくなった 教 の の中で、

「 」を社会全体に させるに る 得的な

論を 開できてきただ うか。 めて してし

まえば、 制 ・自 を原 とする「 場の論

」 「教育の論 」という 式の中で、社会

全体の 制 を是とする 下で に たされ、

しかも、 者は け論に ってしまっているので

はないだ うか。とりわけ、教育（学）の 場から

は （   新しい 経 ）

の 論的 後にあるという「新制度 経 学」に

する は く、世取山（ 00 ）のような「新制度

経 学」に 的に することを 的とした論

文も存 する。だが、次 で見るようにこの論文に

しても制度経 学に 切な を行っているとは

えない。 
 大 ではあるが、 上で指 したのは、 な

教育 が思うように進まないのか、あるいは の

ような で いのかといった教育制度 の問題

を指 するために、制度を 的な から体 的

に する 要があるが、 だ不 である、 し

かも、問題 される経 学的な とは 論が

っておら 、有 な反論ができていない、という

教育制度を論じる上での す き つの の課

題である。したがって、教育制度を論じるにあたっ

ては、この つを 切に する を い

ることが不 である。 して、これに する

として筆者が するのが「 制度 」

である。 論 の は次 に委 るが、「

制度 」とは、 木昌 （ 下、 木昌 に

する場 は に 木とする。）により体 けられた

制度経 学の一 である。これは、 ー 論・

契約の 論（本 ・ の 論）・ 論を

もとに 成されるが、とりわけ ー 論が制度の

と で 要な 割を担う。方 的には、

としての制度 に した制度 の 論的

と ・ に く実 的 を

わせて行う に特 がある。 して、制度の

や の に が く、 的に経

外の の制度に する 見を もうとする

学際的な もある。さらに、 の を一つの

社会とするような制度体 （ ステ ）の に

しており、制度 に わる をなしうる

にも がある。 
 本 では、上記問題意 を まえつつ、教育行政

学における先行研究に しながら、な 、 制

度 を教育制度の として導入す きか、

また、 導入されてきた によら 、新たに

導入しなければならないかを らかにする。 

学 学 

ここでは、ま 、1 1 で した す き課題の

う 、 の経 学的な に する手 となる

の 要 に する部 から 論を行う。 
 教育制度について、経 学的な 場からなされた

の 表的なものといえば、例えば、 的には

ード の『 本 義と自 』の中で行われた

論がある。これこ 「 場の 」を げた

的な論であるが、ここには なる の で

14

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢　第 36 号　2016 年



2 

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 第 36 号 2016 年 

である。この検討を じて、筆者は、 制度

を教育制度の に いることが、教育制度に機

している に経 的な を、 経 学

に見られるような 場 義的な 論に せ に、

的かつ 的に し、経 ・社会的 にお

いて 実的な制度 に する 見を しうる

で有 であると する。

治期の 、 後 に次 、「第 3 の教育 」

期と ばれるものは 教育 会 の成

（1 年）から えても に 3 年が経過している

が、 016 年 にあってもなお に第 3 期の教育

制度というものが した があるとは えない。

村（ 013）のような「な 、 はいつまでも

くのか 」と 題に げる まで刊行される

である。この 村（ 013）は教育社会学の 場から

この 30 年に の の問題 を し、最後

に、「 別の 論から制度の 論へ」（ 村 013 終

）と を 開しているが、教育行政学の か

ら見れば、入 という けもあって、 に

「制度」に んだ 論になっているとは えな

い。かといって、教育行政学が、かつての教育 論

の に 的な「ア 教育行政」学として

に機 しなくなった 教 の の中で、

「 」を社会全体に させるに る 得的な

論を 開できてきただ うか。 めて してし

まえば、 制 ・自 を原 とする「 場の論

」 「教育の論 」という 式の中で、社会

全体の 制 を是とする 下で に たされ、

しかも、 者は け論に ってしまっているので

はないだ うか。とりわけ、教育（学）の 場から

は （   新しい 経 ）

の 論的 後にあるという「新制度 経 学」に

する は く、世取山（ 00 ）のような「新制度

経 学」に 的に することを 的とした論

文も存 する。だが、次 で見るようにこの論文に

しても制度経 学に 切な を行っているとは

えない。

大 ではあるが、 上で指 したのは、 な

教育 が思うように進まないのか、あるいは の

ような で いのかといった教育制度 の問題

を指 するために、制度を 的な から体 的

に する 要があるが、 だ不 である、 し

かも、問題 される経 学的な とは 論が

っておら 、有 な反論ができていない、という

教育制度を論じる上での す き つの の課

題である。したがって、教育制度を論じるにあたっ

ては、この つを 切に する を い

ることが不 である。 して、これに する

として筆者が するのが「 制度 」

である。 論 の は次 に委 るが、「

制度 」とは、 木昌 （ 下、 木昌 に

する場 は に 木とする。）により体 けられた

制度経 学の一 である。これは、 ー 論・

契約の 論（本 ・ の 論）・ 論を

もとに 成されるが、とりわけ ー 論が制度の

と で 要な 割を担う。方 的には、

としての制度 に した制度 の 論的

と ・ に く実 的 を

わせて行う に特 がある。 して、制度の

や の に が く、 的に経

外の の制度に する 見を もうとする

学際的な もある。さらに、 の を一つの

社会とするような制度体 （ ステ ）の に

しており、制度 に わる をなしうる

にも がある。

本 では、上記問題意 を まえつつ、教育行政

学における先行研究に しながら、な 、 制

度 を教育制度の として導入す きか、

また、 導入されてきた によら 、新たに

導入しなければならないかを らかにする。

学 学 

ここでは、ま 、1 1 で した す き課題の

う 、 の経 学的な に する手 となる

の 要 に する部 から 論を行う。

教育制度について、経 学的な 場からなされた

の 表的なものといえば、例えば、 的には

ード の『 本 義と自 』の中で行われた

論がある。これこ 「 場の 」を げた

的な論であるが、ここには なる の で
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はなく、 場における を じて 制が つ

制 からの を実 する（ ード

1 6 00 6 ）手 として 場を するとい

う発 がある。これに するかどうかは別として

も、この 論は経 学から見れば一 の を っ

た 論として であるし、政治的 制の

という では教育学的 に じるものがある。 
 さて、これ ど な 論でないにせよ、教育学

が しなければならない「 場」論が 介なのは、

このような での の さが うこと

は当 ながら、 れ 上に、「 場」には の を

する 的 が存 し、 れを として

がなされる であると えられる。 に、ここ

で したような 場 論者が げる を 的に

できたとしても、まだ、 の 論を導いている

が る。 が ってしまう 上、完

全には の を したことにはならない。これ

こ が経 学的な 場への の しさと える。

れ え、「 場」の論 に しようと思ったら、

だけでなく、 の 後にある に しても

有力な を行うことが不 であるだ う。 の

ためには、自ら を するか、すでにある

的な に するか、のい れかが 要な

となる。これが、経 的な の 要 を

する である。 
 これを まえ、本稿で 制度 の を

する第 1 の には、 制度 が、もともと 経

体の の 、 のあいだでの の

の非 、 場の不完備 などの えに、

を えて 的な 的 を った経 ステ

などというものは本 ありえない。日 経 の

あり方や社会 義から 場経 への 行のための制

度 に、 上の である ラスの一 場

の 意を機 的に しようとしても、

実りは ないであ う。 し 、経 ステ の多

的な存 を に め、 れらの と進 （

間的 開）、 と 、多様 からの経

の などを の とする きであ う。

の際、 場制度の だけでは不 で、 に

あったさまざまな経 制度の 存 の が

要となる。（ 木 1 ）という問題意

から まった があげられる。この を する

ためには、ま 、 制度 に ら 、制度経

学がこのように （新 ）経 学に する

的問題意 を有する から しなければなら

ない。 
 制度経 学が する新 経 学の 論的特

には、（1）問題の 場的 での には をや

るが、生 の や 、作業 行はしばしば無

され、企業は ラ ス されて、ただ

の変 と 場の 力に に反 するものとする

（ 1 1）（ ） 論的 を

ないし 、およ れに する意志 に

し、社会的およ 経 的 によって の

が にはめられていくことや生 的 術が 間を

じて え 変 していくことを無 している

（ 1 ）といったものがある。 
このう 、「企業の ラ ス 」について

であるが、これは 上、企業は「投入」を行う

と、 まった の「 力」を す と され

る存 で、このとき企業自体の は問題にされな

いことを意味する。企業の内部 は外生的に え

られるもので、新 では エラ ー の

しか しない。また、 場 論は、「 」を

指 として、 が 的に行 することで ー

ト 的な が 成されるという である

ことからも かるように、 本的に「 」が 論

の中 に かれることになる。しかし、 実には、

企業の や 行が生 にも を えているので

あって、企業を ラ ス し、 場の の

論に することはいかにも であるというの

が第 1 の である。 
これを まえると、この を教育制度の

に のまま してしまうと、例えば、次のような

問題が発生してしまうことが される。企業の内

部 等の は外生的なものとして わ 、 の

だけを論じることとは、教育の文 に当てはめ

ると、学校をめ る （教育行政・学校 等）

は無 して、 投入 （ 政 ）と れに す

る成果（例えば「学力」）の を することを意味

する。学校という に 政 を「投入」すれば、

学力を「 力」するという を しているか
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らである。これでは、学校 の へと を

ることは不 である。 
第 の は、実際には社会的・経 的・ 間

的 が を していることを しないとい

う問題を指 したものであり、これに 当するもの

が制度経 学においては「制度」なのである。とり

わけ、新 の は、 間的な 程 が

めて いという問題がある。教育が社会的になされ

る である 上、これらは、当 、無 しえない

問題であるし、教育制度の 長期にわたる 的な

イ トを しようとする場 には えないの

である。 
 これが、制度経 学が する 経 学に

する 的 場、 して、 経 学の を

に教育（制度）の に することで生じる

と えられる問題 である。 も も 木が る

ように3 経 学が する制度は 場しかな

いという で、 実に した教育制度の

を論じることがいかに であるか容 に さ

れよう。こうして、 するための として制

度経 学を するに る は得られたと える

が、教育行政学には、世取山（ 00 ）という制度経

学への を した論文が存 するので、次に、

この を する 要がある。 
世取山（ 00 ）は、新自 義教育 を

ける「新制度 経 学（   
）」の制度論を 的に し、教育内 的な教

育制度論の方 を検討した論文である。この論文

に えば、「新制度 経 学」は、 場を 完するた

めの制度論であると され、「制度経 学」の

は 場を最上 に えた経 を 先するとさ

れる。だが、この世取山の「制度経 学」に する

は めて一 的で不 なものと さざるをえ

ない。 れは、世取山の 的な の是非を問う

前の問題である。 
ま 、制度経 学の である。世取山は「 」

の を行っただけで、「制度経 学」の を

したかのような き方を行っている （1（ ）「制

度経 学の 論の 」（世取山 00 0 ））が

ある。しかし、これは って「 」の と

えたとしても、「制度経 学」の とは

えない。というのも、一 に制度経 学といっても、

こに される経 学 論には多くの がある

からである。例えば、『入 制度経 学』と つ

バ ス（ 00 ）の日本 バーに された学

を するだけでも「 学 」「（ ）制度学 」

「 ースト ア学 」「 ド自 義」「新制度学

」「 制度 」「 ラ 学 」「コ

経 学」「進 経 学」の つが されて

いる。 して、 別の体 を に検討しようとす

れば、 の いはさらにいくつにも できるの

である。このう 、今、問題となっている「新制度

」とは、新 経 学の え方を修正・ す

ることで制度の を行おうという 場にある経

学 論の である。 の意味では、 の制度 に

して新制度 が新 経 学に 的であるこ

とは しないが、新制度 の中にも つかの 場

がある。最も新 に が いのは、世取山も

する ィ ア の「取引 の経 学」（世

取山 00 3 ）で、これは かに新 を 完

するものと してもよいかもしれない。しかし、制

度を「 ー の ー 」と 義するノースの「新制

度経 学」の は、 場の もも ん問題

ではあるが、「な 制度は変 しうるのか」「な

場 論が すような 的な社会制度が実 され 、

非 な制度も存 しうるのか」という に力 が

かれるなど、新 からの も くなる（

バ ス 00 6 ）。さらに、本稿が導入しよ

うとする 制度 も、ノースを 的に し

ている を め、 義には新制度 に されるが、

次 で見るように、「制度」は に ー の ー と

する 義は せ 、かつ、 ー 論を実際に

に する がノースの新制度経 学とは異なる。

さらに えば、 を くかもしれないが、 制

度 自体も、 には 木の「 制度 」と

ライ の「 制度 」の つの 場があり、

制度の も微 に異なる（次 と

を参 ）。世取山は、制度を「 ー の ー 」 「

間の手によって作り された」（世取山 00 3 ）

としているので、ノースの 場から えているよう

であるが、制度の 自体が、制度経 学では

要な課題であることを見 としている。このように
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らである。これでは、学校 の へと を

ることは不 である。

第 の は、実際には社会的・経 的・ 間

的 が を していることを しないとい

う問題を指 したものであり、これに 当するもの

が制度経 学においては「制度」なのである。とり

わけ、新 の は、 間的な 程 が

めて いという問題がある。教育が社会的になされ

る である 上、これらは、当 、無 しえない

問題であるし、教育制度の 長期にわたる 的な

イ トを しようとする場 には えないの

である。

これが、制度経 学が する 経 学に

する 的 場、 して、 経 学の を

に教育（制度）の に することで生じる

と えられる問題 である。 も も 木が る

ように3 経 学が する制度は 場しかな

いという で、 実に した教育制度の

を論じることがいかに であるか容 に さ

れよう。こうして、 するための として制

度経 学を するに る は得られたと える

が、教育行政学には、世取山（ 00 ）という制度経

学への を した論文が存 するので、次に、

この を する 要がある。

世取山（ 00 ）は、新自 義教育 を

ける「新制度 経 学（   
）」の制度論を 的に し、教育内 的な教

育制度論の方 を検討した論文である。この論文

に えば、「新制度 経 学」は、 場を 完するた

めの制度論であると され、「制度経 学」の

は 場を最上 に えた経 を 先するとさ

れる。だが、この世取山の「制度経 学」に する

は めて一 的で不 なものと さざるをえ

ない。 れは、世取山の 的な の是非を問う

前の問題である。

ま 、制度経 学の である。世取山は「 」

の を行っただけで、「制度経 学」の を

したかのような き方を行っている （1（ ）「制

度経 学の 論の 」（世取山 00 0 ））が

ある。しかし、これは って「 」の と

えたとしても、「制度経 学」の とは

えない。というのも、一 に制度経 学といっても、

こに される経 学 論には多くの がある

からである。例えば、『入 制度経 学』と つ

バ ス（ 00 ）の日本 バーに された学

を するだけでも「 学 」「（ ）制度学 」

「 ースト ア学 」「 ド自 義」「新制度学

」「 制度 」「 ラ 学 」「コ

経 学」「進 経 学」の つが されて

いる。 して、 別の体 を に検討しようとす

れば、 の いはさらにいくつにも できるの

である。このう 、今、問題となっている「新制度

」とは、新 経 学の え方を修正・ す

ることで制度の を行おうという 場にある経

学 論の である。 の意味では、 の制度 に

して新制度 が新 経 学に 的であるこ

とは しないが、新制度 の中にも つかの 場

がある。最も新 に が いのは、世取山も

する ィ ア の「取引 の経 学」（世

取山 00 3 ）で、これは かに新 を 完

するものと してもよいかもしれない。しかし、制

度を「 ー の ー 」と 義するノースの「新制

度経 学」の は、 場の もも ん問題

ではあるが、「な 制度は変 しうるのか」「な

場 論が すような 的な社会制度が実 され 、

非 な制度も存 しうるのか」という に力 が

かれるなど、新 からの も くなる（

バ ス 00 6 ）。さらに、本稿が導入しよ

うとする 制度 も、ノースを 的に し

ている を め、 義には新制度 に されるが、

次 で見るように、「制度」は に ー の ー と

する 義は せ 、かつ、 ー 論を実際に

に する がノースの新制度経 学とは異なる。

さらに えば、 を くかもしれないが、 制

度 自体も、 には 木の「 制度 」と

ライ の「 制度 」の つの 場があり、

制度の も微 に異なる（次 と

を参 ）。世取山は、制度を「 ー の ー 」 「

間の手によって作り された」（世取山 00 3 ）

としているので、ノースの 場から えているよう

であるが、制度の 自体が、制度経 学では

要な課題であることを見 としている。このように
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新制度 経 学と ばれるものも全てが新 を

完するためにあるという見方は 当ではないし、

のように えられるものではない。 
次に、本 ・ の 論（世取山論文中は、

論（ 論）と表記）について

が まれている を指 しなければならない。ここ

で本 ・ の 論に するのは、 制度

も の 論 の上で、この 論を下 きにして

いるからである。世取山の記 では、 論を教育

制度の に することが不 切である とし

て、 「 政 」から「教 」に る本 ・

の が、 政 による学校 の正当

の論 になっているから問題 される き（世取山

00 3 ）、 が に されるなど、

論は による を過度に していて、

のような に 的な は り しの

な でしかない（ ）、という つの論

が げられるものと める。だが、本 ・ の

論は、契約の 論などとも ばれるように、本

的には契約 を う 論で、もともとこれは

には ー 論の一 であったので、 しも新

制度 経 学だけに いられるものではない。 の

的は、 らかの意 を つ本 が、 的 を

が有している場 など の非 を う

の中で、 に 切に業務を 行させるた

めにはどのような をとる きかを らかにする

ことである。も ん「 の 」を とする

ような を えることもできるが、 的な問題

に しなければならない はない。 して、

方 的には、経 者・ 業員間の契約（ ・

）だけでなく、企業・ 者間、企業 士間、

機 ・企業間の契約等の にも いうる（ 木・

編 1 6 ）。 は、 の行政が担って

いた政策 と執行の 体を れ れ し、執行

体を外部 して 者の間に準 場的な

が う契約 を するという を

るので、政 学校間の を することに

なるが、 論 のものは、 （ 者） 本

教 を して しても わない

のである。 いようによっては、子どもの教育に

する を有する「 」と の委 を受ける「教 」

の契約に く学校経 の もできるかもし

れない 論なのである。世取山の は、 、

に まれた 論の を見ているに過ぎない

ので、このような でも一 的な になっている

と わざるをえない。 
 このように、世取山が行う、教育学的な 場から

ると大きく問題を える に っている「新制

度経 学」という は、 本的な部 において

が多いために、まるで のいる方 に を って

いるだけで、 の の をとらえていないために

手が することはない と変わら 、このま

までは 論は平行 を る一方であることはや を

得ないだ う。 
 ここまでは世取山の事実 を指 して、制度経

学を しきれていない を論じてきたが、一方

で、本 的に世取山の が「 場 義」である

に かっていることは引き受けなければならない。

こで、 制度 がいかに「 場ありき」では

ないかを すことにしよう。例えば、 制度

では、経 学的に て 的でない制度の （制度

）も 的かつ安 的に存 しうる場 がある

ことをも論 する。また、業 によっては、 部

による一 的な に特 けられる エラ

ー でない の うが の

で な場 があるという 見（ 木・ 編

1 6 第 ）もある。これが すことからもわか

るように、 制度 では、 じ 場 の中に

も、 の が発生しうることを する。

これは、 場の中で企業が生じ、 を する

から、 的に が発生するという世取山が

的に取り上げる「 」の 論（世取山 00 1 ）

を するものである。 して、このような 見が

存 する は、 制度 が、 も も、新

経 学の 準的な 場 論では に され

ていなかった「日本 経 ステ 」が、 場中

の経 ステ と 様に、経 的に 的な

を有する制度であることの論 であったことに

するからである。しかも、 制度 の 期

（1 0 年 ）における 正 経 学に する

的問題意 （ 木 00 ）として される一

の記 の中には、当 の日本の経 ステ の

17
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に する が表 されており、これは先 の筆

者の問題意 と するものがある。ここではかな

り長くはなるが、あえて 当の を引 すること

で、 して、 れが筆者の「 意的」 ではない

ことを しておくことにしたい。 

バ までは「ア に学 ものは、もは

やなし」と していた論 や ス ィアは、今

や世を げての 制 の大論 をはっている。ま

た、 らによれば、終身 制も、年 制も、

イ バ 制度も、これまで日本経 の を

えてきたと見なされるこれらの 制度は、今や

に かいつつあるという。これらの制度体 は経

の ア の には かに有 であったか

もしれない。しかし、 （ 力を いつつある

引 者）日本の ステ は、より自 な を 容

し、開発の創 と企業 的 力の発 をは く

ようなものに自 をとげなければ、 の 力は

われるであ う、と。／だが、 制 と日本的

行の終 の後にくる ステ はどのようなも

のであるのか。これらの論者によれば、 の は

しも らかでない。お らくア ・ア

・ ステ のいくつかの特 が、 の

手本になっているのであ う。しかし、 はたし

て れ（日本経 引 者）はア ・ア

の の をいくつか取り さえすれば、

世 経 に し得 い経 を し、 こに

を しうるような ステ に、自 を

なしとげられるのだ うか。／ア ・ア

・ ステ は、新 参入に して 大であるとい

っても、まったく 制を いた ステ でないこと

は うまでもない。 れは れなりに 有の 制の

体 のもとで生成してきた ステ である。 ／

一 に、 制の体 は、 ステ の の要 と れ

なりの内部 を つときに、 ステ の きを

助ける 。したがって、ある一 の ステ を

えている 制の体 が、 の ステ を えている

制の体 に 寄っていけるのか、あるいは、 れ

らが いに 的な新しい体 に しうるのか、

しも自 の事 には さないのである。 ／

このように えてくると、日本の経 ステ が、

新しい 際 に した自 生成をとげていくに

は、ただ に「 制 」を 高に だけでは

ではないかとも じられるのである。また、日

本の ステ は、しだいにア ・ア ・

ステ に きうるのか、また れが ましいこ

とであるのかも、 めて え され ばならないよ

うに思われる。（ 木 00 ） 

 上の引 からは、 制度 が しも

「 場」を前 に 論を行わないことが であ

う。また、これは 1 年の発表であるから、すでに

0 年 上も前の問題意 を引 したことになる。し

かし、この指 は今日も として話題となるよう

なものであり、経 だけに当てはまる問題とは え

ない。バ 、政治も経 も、 して教育

も ステ で不 を生じているというのが

社会一 における見方であり、とりわけ な

の 、 場が してきた教育の を見つめると

き、上記に した問題意 に して、日本 の教育

制度を 的に検討する やかな が不 とな

う。日本 の教育制度を問題にする場 に れば、

制度 が日本 経 ステ に する 見を

有するという でも非 に有 であ う。 
上が、 制度 を として す き、

経 学的な論 である。 制度 は、 、教

育（行政）学が問題としてきた「 場 義」的な

に ら 、また、学校内部の にも した

論を にするものと えられる。 

3 政 学 論

 

次に、1 1 で た の教育制度を 的・体

的に する 要 の から 論を行う。ここで

の論 は、すでに教育行政学で いられている方

や によら 、新たな を導入す き

である。とりわけ、政治学の新制度論との 異を問

題にしながら 論を行う。教育行政学の先行研究に

は、政治学の新制度論を参 した れた研究として

木 一（ 00 ）や村上（ 011）などがすでに存

する。方 的にも 的にも 制度 は、新制

度論と する部 が多い中、な 、新制度論では
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に する が表 されており、これは先 の筆

者の問題意 と するものがある。ここではかな

り長くはなるが、あえて 当の を引 すること

で、 して、 れが筆者の「 意的」 ではない

ことを しておくことにしたい。 
  
バ までは「ア に学 ものは、もは

やなし」と していた論 や ス ィアは、今

や世を げての 制 の大論 をはっている。ま

た、 らによれば、終身 制も、年 制も、

イ バ 制度も、これまで日本経 の を

えてきたと見なされるこれらの 制度は、今や

に かいつつあるという。これらの制度体 は経

の ア の には かに有 であったか

もしれない。しかし、 （ 力を いつつある

引 者）日本の ステ は、より自 な を 容

し、開発の創 と企業 的 力の発 をは く

ようなものに自 をとげなければ、 の 力は

われるであ う、と。／だが、 制 と日本的

行の終 の後にくる ステ はどのようなも

のであるのか。これらの論者によれば、 の は

しも らかでない。お らくア ・ア

・ ステ のいくつかの特 が、 の

手本になっているのであ う。しかし、 はたし

て れ（日本経 引 者）はア ・ア

の の をいくつか取り さえすれば、

世 経 に し得 い経 を し、 こに

を しうるような ステ に、自 を

なしとげられるのだ うか。／ア ・ア

・ ステ は、新 参入に して 大であるとい

っても、まったく 制を いた ステ でないこと

は うまでもない。 れは れなりに 有の 制の

体 のもとで生成してきた ステ である。 ／

一 に、 制の体 は、 ステ の の要 と れ

なりの内部 を つときに、 ステ の きを

助ける 。したがって、ある一 の ステ を

えている 制の体 が、 の ステ を えている

制の体 に 寄っていけるのか、あるいは、 れ

らが いに 的な新しい体 に しうるのか、

しも自 の事 には さないのである。 ／

このように えてくると、日本の経 ステ が、

新しい 際 に した自 生成をとげていくに

は、ただ に「 制 」を 高に だけでは

ではないかとも じられるのである。また、日

本の ステ は、しだいにア ・ア ・

ステ に きうるのか、また れが ましいこ

とであるのかも、 めて え され ばならないよ

うに思われる。（ 木 00 ） 
 
 上の引 からは、 制度 が しも

「 場」を前 に 論を行わないことが であ

う。また、これは 1 年の発表であるから、すでに

0 年 上も前の問題意 を引 したことになる。し

かし、この指 は今日も として話題となるよう

なものであり、経 だけに当てはまる問題とは え

ない。バ 、政治も経 も、 して教育

も ステ で不 を生じているというのが

社会一 における見方であり、とりわけ な

の 、 場が してきた教育の を見つめると

き、上記に した問題意 に して、日本 の教育

制度を 的に検討する やかな が不 とな

う。日本 の教育制度を問題にする場 に れば、

制度 が日本 経 ステ に する 見を

有するという でも非 に有 であ う。 
 上が、 制度 を として す き、

経 学的な論 である。 制度 は、 、教

育（行政）学が問題としてきた「 場 義」的な

に ら 、また、学校内部の にも した

論を にするものと えられる。 
 
3 政 学 論

 

 次に、1 1 で た の教育制度を 的・体

的に する 要 の から 論を行う。ここで

の論 は、すでに教育行政学で いられている方

や によら 、新たな を導入す き

である。とりわけ、政治学の新制度論との 異を問

題にしながら 論を行う。教育行政学の先行研究に

は、政治学の新制度論を参 した れた研究として

木 一（ 00 ）や村上（ 011）などがすでに存

する。方 的にも 的にも 制度 は、新制

度論と する部 が多い中、な 、新制度論では
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問題なのかを論じていく。 
 ま 、教育制度を 的・体 的に する方

を論じるに際し、伝 的な教育行政学における教育

制度の 手 には、 制度を するというもの

があるが、本稿でこうしたア ー を する

を ることから める。 
 第 1 に、ここでの 的・体 的が をさすかと

いう問題でもあるが、1 1 1 で論じた、今、

要な とは、 実を し、 に存 し、

機 している制度の 体的な を することで

ある。 れは、どのような が 制度の実 や

安 に寄 しているかを えることであり、実

に えうるものでなければならない。無論、「

教育 本 のもとに学校教育 があり、 と

行 ・ 行 が める により、学校は制度

される。 こに める 学校の教員は、地方

務員であるが教育 務員特例 によって 」という

に、 体 として 的・体 的に教育制度を

することはできる。だが、 のような体 が

実にどのように機 しているかを するには、別

の 準や作業が 要となる。 こで、伝 的に行わ

れてきたように「教育的な 」に して 論を

行ってしまうと、 実に存する制度を 的に論じ

る 上のことができなかったり、あるいは、 の

に する 得的な 論が成 しなくなったりして

しまうだ う。 
 第 に、より 的な問題として、 制度を

とする りは、成文 された しか すること

ができないという問題がある。だが、一 に制度と

ばれるものが、全て に されているとは

らないというのが、今日の社会科学における制度

である。これまでに したノースにしても制度を

ー な ー （政治的・ 的 ー から契

約上の ー まで）とイ ー な制約（

等）に区別する（ノース 1 0 1   6 63
）。このような でも、 制だけの ではもはや

しないと える。 
 上が、伝 的な方 に 的な であるが、

特に第 1 の論 は、政治学や行政学の で教育

行政の を行う「教育の行政学」の 場にも

する部 であ う。特に、この中には政治学の新制

度論を いた先行研究が存 する。政治学の新制度

論には、新制度 経 学（特にノース）の を受

けているため、 制度 にも 的にかなり

い部 がある。 こで、な 、すでに れた先行研

究が存 するにもかかわら 、政治学の新制度論で

は不 で、わざわざより な 制度 を導

入する 要があるのか、を論じていくことにしよう。 
 はじめに、政治学における新制度論を に

しておく。これは、 のア ー の いから大き

く、 的 制度論、 的制度論、社会学的制

度論の 3 つに できる。 はこれらの と

して 下の 3 を指 する。すなわ 、 論 指

で、制度は政治的、社会的 を するための

変 、 介変 、または 変 として、

れがいかに 成、 され、変 したのかという

が 指される 制度が されると に、 れ

によって導かれる政治的、社会的 が される

研究であるという 3 である（ 1
3 ）。 にも、これらはア ーの行 への制

度の を の中 に くという指 もある（

・ ・ 山 010）。 
れ れのア ー についての はここでは

最 にとどめるが、ま 、 的 制度論は、

これら 3 つのう で最も 的・ 計的手 を い

た へと されている。 導 の過程で

ー 論によることもある（村 001 136 ）が、

の発生は す き問題 とされる場 も

ある（ 1 0 ）。さらに、（1） ア ー

は自らの を最大 するために 的 を行う

という を く、（ ）制度を 式の制度に し、

制度と とを区 するという制約もある。 して、

制度は の 果と されるため、制度 計

の もなされる（ ・ ・ 山

010）。このような 的 制度論には、 学的で

的な 開を無 しているという がある。

こで制度 成や制度変 について 的経 から

うのが 的制度論である。 
 的制度論は、アー ーらの正の ィードバ

・ 論やノースの新制度 経 学の 論の

を く受けて成 している（ ア

00 010 1 6 ）。 こでは、 的経 存
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と イ 果、 、 イ と と

いった が指 され、経 存の は

本的に正の ィードバ と により

される。 
 社会学的制度論は、 論を に、ア ーが

特 の行 を する「 」に する制度の

の を中 とし、社会の文 、 、 といっ

た非 式の制度に する。 して、異なる 下

にある が 様の を する

（ ）と ばれるような社会 が発生す

る スが である（ ・ ・ 山

010）。 
 このような新制度論の 3 つのア ー と す

ると、本稿で検討する 制度 は、これらを

したような特 を有していると える。 制度

は ー 論を いて 式 する で、 本的

に に するため 的 制度論に発 は

ているが、 制度 が う制度は や も

制度に ので、 式 次第で社会学的制度論の制

度も になる。しかし、 制度 の制度

は、 イ ー 士の ー から として れ、

有 となって自 していくもので、「制度

の 」の存 から、 の制度の で別の制度の

が方 けられるという見 を るので、

のような の導入は しも行わない。 制

度 は、 的制度論や社会学的制度論に して、

的導入する が ないと指 できるが、 の

は、制度を内生的に 論するために、大部 を

ー 内の に って、制度 ・制度進 が こ

ることを 論 しているからである。経 存も

い、 れは 的制度論における に いが、

には 的で、 の の原 には

の なら 、 的な制度の の存 も

要であることを指 する（ 木 001 10 ）。 
さて、このように指 するまでもなく、 的

制度論と 的制度論自体が新制度 経 学の

で成 した政治学のア ー であるために

制度 と た特 を すのは当 だという見方も

あるかもしれない。このままでは、な 教育制度

に 制度 を導入するのかという 問は え

ないだ う。この 問に する を 的に れ

ば、教育制度の中には、政治学ではア ー でき

ない、あるいは、経 学的なア ー を した

方がより 実に る が行いやすい場 があると

えるからである。とりわけ、実 上、ア ー（

イ ー）の経 的行 が するような制度の場

が問題である。 下では、 木 一（ 00 ）と村

上（ 011）に い、政治学の新制度論がどのような

意 で教育行政学に導入され、どのような を

したかを に検討する。 の上で、問題 を指

し、この 問の を ることにする。 
 はじめに政治学の新制度論が されるに った

であるが、ま 、 木 一も村上も、実 指

の教育行政研究に するように、 の教育行政

学・教育 学における 的制度論が、 的で、

制が のままに制度の実 であるという前 に

っている を することから まる（ 木 一

00 1 村上 011 6 0 ）。 の上で、

木 一の場 には、政策実 の「実 」を らかに

することの 要 が政治学や行政学の内部でも か

れており、 の中で新制度論が行 論的政策過程

を したという事実を受けて、教育行政学でも

制度的制約を加味した の 要 を する（

木 一 00 0 ）。一方、村上は、教育委員会

制度の「安 」という先行研究での検討が不

な問題に して、 の 果的 の に

した として、新制度論の に る（村上

011 3 3  0 ）。 
 次に政治学の新制度論がもたらした 見を検討す

る。 木 一（ 00 ）は政策実 論の文 でなされ

た研究であるので、 しも新制度論を全 的に

し した になっているわけではないが、「制度」

の で新制度論の を受けており、制度・「制

度」が ア ーの行 を制約する 変 として

われている。 して、この の中では、教育政

策の実 過程には 体の存 が指 され、 の

実 上行政的、政治的に 力を有する 要なア

ーとして機 していることが されている（ 木

一 00 第 ）。 
 村上（ 011）の場 には、教育委員会制度の「安

」の に 的 制度論を することが

されている（村上 011 1 ）。 の とし
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と イ 果、 、 イ と と

いった が指 され、経 存の は

本的に正の ィードバ と により

される。

社会学的制度論は、 論を に、ア ーが

特 の行 を する「 」に する制度の

の を中 とし、社会の文 、 、 といっ

た非 式の制度に する。 して、異なる 下

にある が 様の を する

（ ）と ばれるような社会 が発生す

る スが である（ ・ ・ 山

010）。
このような新制度論の 3 つのア ー と す

ると、本稿で検討する 制度 は、これらを

したような特 を有していると える。 制度

は ー 論を いて 式 する で、 本的

に に するため 的 制度論に発 は

ているが、 制度 が う制度は や も

制度に ので、 式 次第で社会学的制度論の制

度も になる。しかし、 制度 の制度

は、 イ ー 士の ー から として れ、

有 となって自 していくもので、「制度

の 」の存 から、 の制度の で別の制度の

が方 けられるという見 を るので、

のような の導入は しも行わない。 制

度 は、 的制度論や社会学的制度論に して、

的導入する が ないと指 できるが、 の

は、制度を内生的に 論するために、大部 を

ー 内の に って、制度 ・制度進 が こ

ることを 論 しているからである。経 存も

い、 れは 的制度論における に いが、

には 的で、 の の原 には

の なら 、 的な制度の の存 も

要であることを指 する（ 木 001 10 ）。

さて、このように指 するまでもなく、 的

制度論と 的制度論自体が新制度 経 学の

で成 した政治学のア ー であるために

制度 と た特 を すのは当 だという見方も

あるかもしれない。このままでは、な 教育制度

に 制度 を導入するのかという 問は え

ないだ う。この 問に する を 的に れ

ば、教育制度の中には、政治学ではア ー でき

ない、あるいは、経 学的なア ー を した

方がより 実に る が行いやすい場 があると

えるからである。とりわけ、実 上、ア ー（

イ ー）の経 的行 が するような制度の場

が問題である。 下では、 木 一（ 00 ）と村

上（ 011）に い、政治学の新制度論がどのような

意 で教育行政学に導入され、どのような を

したかを に検討する。 の上で、問題 を指

し、この 問の を ることにする。

はじめに政治学の新制度論が されるに った

であるが、ま 、 木 一も村上も、実 指

の教育行政研究に するように、 の教育行政

学・教育 学における 的制度論が、 的で、

制が のままに制度の実 であるという前 に

っている を することから まる（ 木 一

00 1 村上 011 6 0 ）。 の上で、

木 一の場 には、政策実 の「実 」を らかに

することの 要 が政治学や行政学の内部でも か

れており、 の中で新制度論が行 論的政策過程

を したという事実を受けて、教育行政学でも

制度的制約を加味した の 要 を する（

木 一 00 0 ）。一方、村上は、教育委員会

制度の「安 」という先行研究での検討が不

な問題に して、 の 果的 の に

した として、新制度論の に る（村上

011 3 3  0 ）。

次に政治学の新制度論がもたらした 見を検討す

る。 木 一（ 00 ）は政策実 論の文 でなされ

た研究であるので、 しも新制度論を全 的に

し した になっているわけではないが、「制度」

の で新制度論の を受けており、制度・「制

度」が ア ーの行 を制約する 変 として

われている。 して、この の中では、教育政

策の実 過程には 体の存 が指 され、 の

実 上行政的、政治的に 力を有する 要なア

ーとして機 していることが されている（ 木

一 00 第 ）。

村上（ 011）の場 には、教育委員会制度の「安

」の に 的 制度論を することが

されている（村上 011 1 ）。 の とし

 

教育制度体 の 的 に けた 論 の検討 

て、行政 の 成・ に する政治学的な

では 的 制度論が多く いられること、 な

い変 で な前 に き、 で 一 した

論を 開できること（ ）の が げら

れている。この のもとで、村上は、教育委員

会制度の存 に する制度 の要 に、 自治省

や地方 体等の地方自治下 政 の無 できない

政治的な トの存 地方政 内部の 会と

長の という政治的要 が く しているこ

とを、 計的な手 も いて論 している。 
 これらの政治学の新制度論を いた研究に す

るのは、 制度の実 や安 に わる政治的ア

ーの 力や の がなされている である。

このように政治学による場 は、政治的ア ーが、

政治的にどのような制度的制約を受け、制度的・政

策的 をもたらすのかという を 的とするこ

とになる。筆者もまた、 のように、これらの研

究が す問題意 を 有するが、制度の実 に

るという課題は、こうした政治学的なア ー の

で し得ないと えるものである。 
 例えば、教科 の制度を えて よう。政治学的

なア ー では、検 制や 制が 上に

される制度としていかに存 してきたかを、 の

後にある 力 や 体の存 から らかにす

ることはできるかもしれない。しかし、な 、これ

だけの 制が存 するにも ら 、 間発行者が教

科 場に参入し けるのか、 して、どうして多

くの教科が発行者不 による文部（科学）省 作教

科 の （学校教育 3 ）、すなわ に

らなかったのか、というような問題は経 の問題

である。 今話題の 不正問題も文科省と、

者と企業との間の 問題であるので、政

治問題 するものではあっても、問題の は経

的な要 に める きであ う。あるいは、政策的

介入の問題を えるならば、「 」の の

ような例を げることもできるだ う。1 0 年 に

行われた 高き「 」の は、 果的に見

れば、「 」を学校の外部に いやっただけで、

の外 では 変わら を かせて生き ってい

るという とも なものである。この問題を え

るには、な 、 的に制度として されていたわ

けではないのに社会に一 したのか、という課題

に取り まなければなら 、 れを らかにして

めて、政策介入の無 が生じた本 に れるとい

うものであ う。 して、 まで一 している生

自身が を ってでも を うという行

は、まさに における 得 行 という き

ものであって、政治的要 の によるものではな

い。こうした において、これらの制度は、政治と

いう外生的な変 により安 が られているとい

うよりは、制度自体の に する内生的な

が安 をもたらしている が高い。 れ え、

制度 れ自体の から安 を るには、政治学

的なア ー では不 と えられるのである。

の意味で、教育制度の実 に るには、政治的な

と 等程度、経 的な からもア ー を

なければならないと えよう。 
 最後に、政治学の新制度論によら 、 制度

を す き には、 制度 には「制度

の 」という新制度論にはない 論的な が存

することも指 しておかなければならない。

制度 は、 別の制度の特 の なら 、制度間

の を体 的に論じうる。 の制度が特 の

わせで制度 されている に るには、

制度の特 を 的に する 要 がある。にも

かかわら 、これらを一 りにして政治的要 を

めたとこ で、 、制度に内 的な問題を す

るには らないだ う。この 「制度の 」の

を いれば、政治的な過程を介 させ に、制度

士の を らかにすることもできる。このよう

な ができれば、教育制度に 自的な特 を す

一助にもな う。 
 これが、教育制度の に際し、すでに先行研究

が存 する政治学の新制度論によら 、 制度

を導入す き である。なお、本 での は、

政治学の新制度論ではア ー しにくい への

として、 制度 の を した

ものであって、政治学の新制度論による のも

のを問題 したものではないことに 意頂きたい。 

 上、本 を じて、教育制度の において、

経 学的な からの が 要であることを論じ
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た。これは、 場原 に く制度論への とい

う社会的な要 によるものと、 において政治学

のア ー が な事例への経 学的な から

のア ー の 要 という学術的な要 によるも

のである。 して、筆者は、 上に たような

から、 制度 が、これらの要 に えるも

のであると えている。ただし、まだ、 制度

がいかなるものであるか、 的にしか論じてい

ない。 こで、次 では、 制度 の 論を体

的に しよう。 

 
  

 
 本 では、 制度 の 論 を する。

下、 者の を えて、本文中では 式によら 、

できる り した 論を行う。これは、 制

度 がいかに前 で論じた問題 を するのに

した であるのか、 の 論的特 から

することを 的とするものであるが、 本的に 木

（ 001）を紹介するものに過ぎないので ばし

てもらっても わない。 
 

 

 先 の り、 制度 は日本 経 ステ

の に まる。 制度 が体 していく過

程の、日本 で入手できる 表的な を年 順に

げれば、 木（1 1 ）『日本経 の制度 』、

木（1 ）『経 ステ の進 と多  制

度 』、 木・ 編（1 6）『経 ステ

の 制度 』、 木（ 001）『 制度 に

けて』が指 である。 木・ 編（1 6）ま

での 作は、 本的に日本 経 ステ を要 ご

とに検討することを じて全体を 的に論じてい

るもので、意 されてはいるものの、 しも

制度 としての一 した方 論的 を って

いるわけではない。これらの後に される 木（ 001）
では、 別事例の検討に まらない経 の方

として一 した が されており、これを

て 制度 が制度経 学の一 論として体

したものと見なせる。 の後、 木の制度論は、

これまでの をさらに していくと に、

経 制度の なら 、社会に存する制度全 を

に入れた「制度」 の の が 指されて

いく。このように 開してきた 制度 である

が、本稿では、 木（ 001）を 制度 の 本

として中 的に検討を行っていく。 して、

本 では、 制度 の研究課題と 本的な え

方を す。  
 制度 の 本的な研究課題は、第 1 に、（

）経 における全体的制度 の と多様

を、ある の として すること（ 的

問題）、第 に、 としての制度 と 的な

の中で、制度進 の を すると

に、新 が創発する を 容すること

（ 的
イア

問題）である （ 木 001 、

は原文）とされる。この には、ノースが

した「 ー の ー としての制度」はどのような

場 に実 されるか、という制度の実

の問題への がある。 木は、次のように ける。

実 体6（ ）の によってであ う

か。しかし実 体は、 らが実 す き ー

の ー を実 させるために、どのように 機

けられるのであ うか。 に えば、いかにし

て実 体に 切な仕事を行わせることができる

か。この 論において無 後 （  ）

から け すための は、 ー の ー が、実

体を 経 体た の 的 作 を じ

て内生的に創 され、 果的に自 的

（ ）となることを すことである。こ

のような から制度にア ー する最も 当な

方 は、制度を ー の として すること

である。（ 木 001 ）こうして、 ー 論

に く制度 へと るが、 ー 論を いる

は、 にも 制度 経 学とは って、われ

われは、 に 富な制度の を編集したり、

あるいは制度に するアド な を すので

はなく、 し 一的な ー 論的 を い

て制度的多様 の や 意にかんする を

る という意 によるものである。 しかしながら、

さらに、われわれは、 ー 論的 が れ自体
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た。これは、 場原 に く制度論への とい

う社会的な要 によるものと、 において政治学

のア ー が な事例への経 学的な から

のア ー の 要 という学術的な要 によるも

のである。 して、筆者は、 上に たような

から、 制度 が、これらの要 に えるも

のであると えている。ただし、まだ、 制度

がいかなるものであるか、 的にしか論じてい

ない。 こで、次 では、 制度 の 論を体

的に しよう。 

 
  

 
 本 では、 制度 の 論 を する。

下、 者の を えて、本文中では 式によら 、

できる り した 論を行う。これは、 制

度 がいかに前 で論じた問題 を するのに

した であるのか、 の 論的特 から

することを 的とするものであるが、 本的に 木

（ 001）を紹介するものに過ぎないので ばし

てもらっても わない。 
 

 

 先 の り、 制度 は日本 経 ステ

の に まる。 制度 が体 していく過

程の、日本 で入手できる 表的な を年 順に

げれば、 木（1 1 ）『日本経 の制度 』、

木（1 ）『経 ステ の進 と多  制

度 』、 木・ 編（1 6）『経 ステ

の 制度 』、 木（ 001）『 制度 に

けて』が指 である。 木・ 編（1 6）ま

での 作は、 本的に日本 経 ステ を要 ご

とに検討することを じて全体を 的に論じてい

るもので、意 されてはいるものの、 しも

制度 としての一 した方 論的 を って

いるわけではない。これらの後に される 木（ 001）
では、 別事例の検討に まらない経 の方

として一 した が されており、これを

て 制度 が制度経 学の一 論として体

したものと見なせる。 の後、 木の制度論は、

これまでの をさらに していくと に、

経 制度の なら 、社会に存する制度全 を

に入れた「制度」 の の が 指されて

いく。このように 開してきた 制度 である

が、本稿では、 木（ 001）を 制度 の 本

として中 的に検討を行っていく。 して、

本 では、 制度 の研究課題と 本的な え

方を す。  
 制度 の 本的な研究課題は、第 1 に、（

）経 における全体的制度 の と多様

を、ある の として すること（ 的

問題）、第 に、 としての制度 と 的な

の中で、制度進 の を すると

に、新 が創発する を 容すること

（ 的
イア

問題）である （ 木 001 、

は原文）とされる。この には、ノースが

した「 ー の ー としての制度」はどのような

場 に実 されるか、という制度の実

の問題への がある。 木は、次のように ける。

実 体6（ ）の によってであ う

か。しかし実 体は、 らが実 す き ー

の ー を実 させるために、どのように 機

けられるのであ うか。 に えば、いかにし

て実 体に 切な仕事を行わせることができる

か。この 論において無 後 （  ）

から け すための は、 ー の ー が、実

体を 経 体た の 的 作 を じ

て内生的に創 され、 果的に自 的

（ ）となることを すことである。こ

のような から制度にア ー する最も 当な

方 は、制度を ー の として すること

である。（ 木 001 ）こうして、 ー 論

に く制度 へと るが、 ー 論を いる

は、 にも 制度 経 学とは って、われ

われは、 に 富な制度の を編集したり、

あるいは制度に するアド な を すので

はなく、 し 一的な ー 論的 を い

て制度的多様 の や 意にかんする を

る という意 によるものである。 しかしながら、

さらに、われわれは、 ー 論的 が れ自体
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で、制度の体 的研究として完全なものたりえない

ということを しておく 要がある。 ー 論

的 のもとでの制度の 存 の は、制

度 が かつ非最 で、さらに ートの意味

でのラ けが不 な で存 する を

する。すなわ 制度 は、たとえ 一の 術的

に し、 一の 場を じて に され

ていたとしても、経 間で多様 をも うる。かく

して、特 の制度 が、な の経 ではなくあ

る経 で進 を げたかは、 ー 論によって自

完 的に でき 、 と にも

せ ばならない。 の 意は、制度 が本 的

に 的なものにならざるをえないということであ

り、 れ えに 制度 （  
 ）と ばれるのである （ 木

001 6 ）と 、「 」が意味することを

する。 
 すでに であるが、ここでの を して

要約するならば 下のようになる。ノースの 義に

よる制度「 ー の ー 」では、 れが実際に

を する ー として機 する はない。 か

実 する 体が することによって、と える

と、 の実 体が「 ー を実 する」とい

う ー を実 するのは なのか、という問題が

無 に発生し、 することはできない。この問題

を するために 要なのは、経 体が 作

的に行 することで ー の ー が し、 れ

に 体が されるようになるという え方であっ

て、 れに した方 が ー 論を いる方 で

ある。ただし、 ー 論だけでは が不 な

ので、 や にも しなければなら

ない。これが、 制度 が ー 論を いる

なのだが、な 、 ー 論を いると のよ

うな 論が なのか、という について次に検討

していくことにしよう。 
 

論

 

 制度 は、「制度」を ー 論で する

ことから まる。本 では、 ー 論に く制

度の 義の導入を行い、最も 本的な の り方

を す。 
 ー 論とは、方 論的 義に し、

的に行 しうる の イ ーの、 存的

な における意思 の り方を する 的

な 論である。 ー は大きく つの要 から 成

され、 （ イ ー）が、 どのような行 （

）をとることができ、 イ ーは にどの

ように ー を イしていると かっているか

（ ）、 行 の 果、最終的にどのような 得（

）を得られるか、という ー の ー で

される。 ー 論は、 イ ーが ー に

されることは当 としても、特 の イ ー

の行 だけでは 得が まら 、全ての イ

ーの行 が して めて、 イ ーの 得

が されるという を している に特

がある。 して、特に 的 ー 論では、

のような の中で自 の を最大 する行 を

すると することで、 の を めるので

あるが、 の として「 」という

が導入され、この を めることが ー

を く行 となる。 
 さて とは、 には、「 者の

を した で、自 の を最大 する を

全ての イ ーが に取り っている 」で、

「自 一 だけが を変 しても自らの を

加させることはできないため、 外の を

する 引を生じ 、安 的である」という特 を

義上有している。これを いることで、次のよう

な えが成り つ。ある ー で のような が

存 する 、 の にある ー 参加者に

しては、 からの の を生じない安 的な

を実 させる。 に、 イ ーから見ると、

のような特 の があると皆に され

れば、 の を実 するための を取ることで、

安 的に の が する 得を得られると

イ ーは する。 って、 イ ーが の

ような を実 するための を するように

なり、 果的に、 のような が実 され、実

された から イ ーは実際に の 得と

安 を得て、これを することで の に

るという が発生する。こうして

23

教育制度 の に 論 の



12 

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 第 36 号 2016 年 

が り し行われると、 の が の と

行 によって 、 生 されるという が生じ

る。また、このような行 がなされるとき、 は、

自らが を 成すると に に される

にあると える。これが前 で した、 ー

に 体が自 されるという部 と するので、

制度 では、この にある のものを「制

度」と 義し、特に の と行 の部 に す

る。 下に すのが、 の自 による 義であ

る。 
 

制度とは、社会 ー が り し イされ、ま

た う イされる き、仕方についての

されている ー である。（ 木 010 011
、 は原文） 

 
あるいは 下のようにも えられる。 
 
制度とは、 ー がいかに イされるかにかん

して、集 的に 有された の自 的 ステ

である。 の実 （ ）は、特 の 経

の際 った、不変的な特 を 約して表 したも

ので、ド イ における とんどす ての経 体

によって自 た の に があると さ

れる。 のようなものとして、制度は経 体た

の 的 作 を自 的に 治（ ）す

る一方、不 に変 する の下で らの実際の

によって 生 される。（ 木 001 33 ） 
 
001 年の 義には「ド イ （ ）」という

が れているが、 ー のド イ とは、自 な

いし といった経 体た の集 、およ

的な期間において れ れの経 体が できる

的に実 な行 の集 によって 成される

（ 木 001 ）と 義する。これは、 ー

論における ー の ー のう 、 イ ーの集

と の集 に するもので、 制度 の

となる。この一つのド イ につき れる

（ に部 ー 完全 ）が のド イ に

する「制度」である。 

 一つ例 的に を行うが、ここでは、この の

論を行う によく例に げられる 行の制度

を いることにしよう10。今、ある において

の が れ れ反 の方 からやって た 、

どうすればお いに することなく 行できるだ

うか、という問いがあるとしよう。これに する

一つの えは、 者とも自 の 方 に寄って 行

する、である。こうして 上がるのが「 行」

である。しかし、 うまでもなく、この問題にはも

う一つの が存 する。 れは 者とも を す

る場 の「 行」である。これは ー 論的

には、 の な イ ーが、 れ れ「 」

または「 」という を つ ー （ここま

でが 制度 におけるド イ に 当）で、

者が じ を する に「安全に 行できる」、

者が れ れ異なる を すると「 する」

という 得を 者が得るという がなされており、

これを くことで（ ）と（ ）という

つの 11が得られたと される。この

例から かるように、 ー 論では の

が発生しうる。この を と うが、この

ように 1 つのド イ について発生する制度が

存 する を制度の と 。こうした

にある制度は れ れ一つのド イ におい

ては である を つ。 して、この

を生じる は制度の多様 を表す

として することが である。これが制度

に ー 論を する意義である。とこ で、こ

の例では、ど らの であれ 者の得る 得に

はないので、 の を論じることに意味はない

が、 により が異なる場 もある。こう

して を することで、 者の 異を

的に することが となる。つまり、

を いることで、ド イ における制度 と の

が行えるのである。 実の社会に される制

度を するという では、 つの社会にお

いては、い れか つの が実 されている

があると えられるので、これを することで、

の社会で実 されている じド イ の異なる

制度を 的に することが となる。 
 とこ で、こうした であるが、 ー 論を

2
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が り し行われると、 の が の と

行 によって 、 生 されるという が生じ

る。また、このような行 がなされるとき、 は、

自らが を 成すると に に される

にあると える。これが前 で した、 ー

に 体が自 されるという部 と するので、

制度 では、この にある のものを「制

度」と 義し、特に の と行 の部 に す

る。 下に すのが、 の自 による 義であ

る。

制度とは、社会 ー が り し イされ、ま

た う イされる き、仕方についての

されている ー である。（ 木 010 011
、 は原文）

あるいは 下のようにも えられる。

制度とは、 ー がいかに イされるかにかん

して、集 的に 有された の自 的 ステ

である。 の実 （ ）は、特 の 経

の際 った、不変的な特 を 約して表 したも

ので、ド イ における とんどす ての経 体

によって自 た の に があると さ

れる。 のようなものとして、制度は経 体た

の 的 作 を自 的に 治（ ）す

る一方、不 に変 する の下で らの実際の

によって 生 される。（ 木 001 33 ）

001 年の 義には「ド イ （ ）」という

が れているが、 ー のド イ とは、自 な

いし といった経 体た の集 、およ

的な期間において れ れの経 体が できる

的に実 な行 の集 によって 成される

（ 木 001 ）と 義する。これは、 ー

論における ー の ー のう 、 イ ーの集

と の集 に するもので、 制度 の

となる。この一つのド イ につき れる

（ に部 ー 完全 ）が のド イ に

する「制度」である。

一つ例 的に を行うが、ここでは、この の

論を行う によく例に げられる 行の制度

を いることにしよう10。今、ある において

の が れ れ反 の方 からやって た 、

どうすればお いに することなく 行できるだ

うか、という問いがあるとしよう。これに する

一つの えは、 者とも自 の 方 に寄って 行

する、である。こうして 上がるのが「 行」

である。しかし、 うまでもなく、この問題にはも

う一つの が存 する。 れは 者とも を す

る場 の「 行」である。これは ー 論的

には、 の な イ ーが、 れ れ「 」

または「 」という を つ ー （ここま

でが 制度 におけるド イ に 当）で、

者が じ を する に「安全に 行できる」、

者が れ れ異なる を すると「 する」

という 得を 者が得るという がなされており、

これを くことで（ ）と（ ）という

つの 11が得られたと される。この

例から かるように、 ー 論では の

が発生しうる。この を と うが、この

ように 1 つのド イ について発生する制度が

存 する を制度の と 。こうした

にある制度は れ れ一つのド イ におい

ては である を つ。 して、この

を生じる は制度の多様 を表す

として することが である。これが制度

に ー 論を する意義である。とこ で、こ

の例では、ど らの であれ 者の得る 得に

はないので、 の を論じることに意味はない

が、 により が異なる場 もある。こう

して を することで、 者の 異を

的に することが となる。つまり、

を いることで、ド イ における制度 と の

が行えるのである。 実の社会に される制

度を するという では、 つの社会にお

いては、い れか つの が実 されている

があると えられるので、これを することで、

の社会で実 されている じド イ の異なる

制度を 的に することが となる。

とこ で、こうした であるが、 ー 論を
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う場 に う問題として、どうやって が実

されるのか、という問題がある。 制度 の場

には、どうやって最 の を見 すのか、

が課題となる。 が実 されるためには、

イ ーが ー の ー をお いによく って

いて、かつ、ある における最 の 得を得られ

る が されなければならないので、 ー

論の 的なやり方では、 イ ーに い

が存 することを して する。しかし、この

ような経 学が する 的な 間 には非 実

であるという が きまとう。 の問題を す

るために、 制度 では、 しも を

しない イ ー間で行われる や学 、 行

の過程を じて、安 的な が得られていく

と え、 下の大きく りの を す

る（ 木 001 0 1 ）。 
 一つは、 者と じ を する場 に自

の 得も 加するというような （ 的 完 ）

の存 ）や ましい 得を得ている 者と じ

得を得ようと皆が の イ ーの を真 する

（進 的安 ）という である。これらは、先

の 行の例のように、 ー の が 的

な で発生する として される。 
 もう一つは、 ー の が に されてい

ない で、 らかの を した 果、い れ

かの イ ーにとって ましい 得が実 され

（不 の ）、 ましい が実 できるま

で異なる を し けるう に、 期 に

った最 な を発見するというものである。この

安 的な を見つける過程で、 イ ーは

してはいけない を学 し1 、 であったり、

より されたりしている ー を して

いくのである。 
この りの の いは、 ー ・

の 方 の 異を反 している。前者は進

ー 13ア ー 、後者は 的 ー （部 ー

完全 ）ア ー である。 制度 では、

こうした進 的ア ー と 的ア ー との

者を 完的に いることで、制度の

を行う。前者は、 的、機 的、 的な次

を し、 のような 的 されてい

ない制度の自 の に するとされる。

後者は、計 的・ 的・ 的な次 に を当

て、 、契約、 バ ス といった 制度の

自 の により 切であり、よく さ

れたド イ に して 的とされる。また、前者

は進 したもの、後者は イ されたものという

見方も である。 して、 者は 一の を 意

することもあるので、 一のド イ に しても

完的である も されている（ 木 001
1 1 ）1 。 
 上が 制度 における「制度」の と

ー 論による の であるが、この「制度」

は めて 的な であって、一 的に いる制

度という とはやや 的に異なる部 があること

に 意が 要である。 
 制度 を め、 としての制度 では、

式／非 式を問わ 、あるいは 文 の有無に

ら 、 らかの が安 的に機 している を

「制度」と える。この は、 、制度と ば

れるものが、実 として、 しも意 した りに

機 しなかったり、意 せざる で機 したりする

場 の を にする である。つまり、意 し

たものが不 の であったり、意 しない

が から導かれたりすることが であ

り、このことから制度であっても の全てが「制度」

であるとは らないという の 度が まる。

して、 としての制度 に う り、反 に、

、制度と んだり、あえて したりしないよ

うなものも、 という え方をすれば、 存

する「制度」になることもある。例えば、 制度

においては、（企業） の も イ ーの

ー から導かれる「制度」と 義されるし（ 木

001   ）、 の （政 間 の ）

も「制度」として がなされている（ 001 6
）。 木（ 001）の 論ではないが な例を げ

ると、全ての イ ーが に う を

する の が「 治 」という「制度」と

して れる一方、 じ ー に れる、全ての

イ ーに に わ 、 を行う が 行し

ているような「無 」も等しく一つの である

（ ）（ 木・ 編 1 6 ）、というよ

2
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うな 論である。 して、 実に して、ある の

が し 後者であるならば、 れを「制度」と

える きというのが 制度 の 度である。

このように、 制度 では、 に 文 された

ー だけでは「制度」たりえ 、実 されて

めて「制度」であるし、反 に、 文 されていな

くとも のような で とんどの イ ーが

の行 様式を 有 している場 には「制度」であ

る（ 木・ 編 1 6 ）。この制度 が有

であると えられる教育制度における例は、年

修 義の問題である。 上は、義務教育であっ

ても原 が であるにもかかわら 、実 と

して、 行われないという に して、 制

度 では、日本における「制度」は年 修 義

と め、な 、修得 義が実 しないかを の

上に せることになる。 
 のため、このような としての制度 には、

さえ 成すれば でもかんでも制度になってし

まうため、どこまでが制度の なのかという大き

な問題が っていることが らかだ う。これは本

的に できない問題であって、 、 者に

委 られていることになる。 の意味で、 義、特

に の際にはド イ に する 義を して

おかなければ、都 の い に成り下がる れも

ある。  
 ここまでの検討により、制度が ー 論を い

て表 であることと の について され

たものと えるが、な 、特 の社会では ある

う の特 の経 が されたのか、あるいは、ど

うして の わせではなく特 の わせが

実 されたのか、 して、 の経 が存 するとし

て別の経 への 行、すなわ 制度の は な

のか、という 大な問題が っている。次 で

は、この課題について う。 
 
3  

 

 次の 論に入るにあたり、前 で 行制度の例を

げたので、また、 に する例から話をしよう。

当たり前のことだが、日本で る（ でない）自

は、 見かける一部の「外 」を いて、

本的に ド である。これもまた一つの

で成 している「制度」とするならば、この制度は

先 どの 行制度とは論 的に であってもよい。

実際、 上を 行するだけならば、ど らに ド

があ うと問題ないからである。しかし、 実に

は、 行において ド が「制度 」して

いる。これには、 する 者 士の が く

なることや 者の が安全にできることなどい

くつかの 的な が えられる。 行の

で、 ド の バスが っていたら、と

えて れば容 に されよう。この 論から か

るように、 実には、 者は ではなく（

行 ド ）、（ 行 ド ）という

の わせの が存 しているのである。 
 こで、こうした 実に される制度間の

存的な を 論的に うために導入される

が「制度の （制度的  ）」1

である。 では 一のド イ についての を

ったが、ここではこうしたド イ 士の を

う。これは、次 でより 体的に 論を行う制度進

においても 要な 論である。この の要 は、

特 のド イ で、ある （制度）が実 されて

いるとき、 する別のド イ で特 の （制

度）を する場 に、 れらの （制度）間に

が生じる、つまり、 存的かつ安 な を

なす、という である。なお、 の見 しは つの

制度の わせとしてあるが、3 つ 上でもよい。 
 さて、この「制度の 」は、より には「制

度 した 」と「制度的 完 」との つに

される。 制度 外でも いられるため、後

者の方がより く られた であるが、ここでは

「制度の 」の一下 である。 者は、 義

上、 イ ーの取り得る の の 異に

する、ド イ 間 ー の の いにより 別

される。ま 、「制度 した 」の 義は、 経

体が異なる イ のド イ 間での自 の

を 的にコー ィ ートし、 果として、経

体た が したド イ 別 の をしなければ

ならないときには実 不 であったような制度が

発生する （ 木 001 、 は引 者）
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うな 論である。 して、 実に して、ある の

が し 後者であるならば、 れを「制度」と
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修 義の問題である。 上は、義務教育であっ
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して、 行われないという に して、 制

度 では、日本における「制度」は年 修 義

と め、な 、修得 義が実 しないかを の
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に の際にはド イ に する 義を して

おかなければ、都 の い に成り下がる れも

ある。  
 ここまでの検討により、制度が ー 論を い

て表 であることと の について され

たものと えるが、な 、特 の社会では ある

う の特 の経 が されたのか、あるいは、ど

うして の わせではなく特 の わせが

実 されたのか、 して、 の経 が存 するとし

て別の経 への 行、すなわ 制度の は な

のか、という 大な問題が っている。次 で

は、この課題について う。 
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う。これは、次 でより 体的に 論を行う制度進

においても 要な 論である。この の要 は、

特 のド イ で、ある （制度）が実 されて

いるとき、 する別のド イ で特 の （制

度）を する場 に、 れらの （制度）間に

が生じる、つまり、 存的かつ安 な を

なす、という である。なお、 の見 しは つの

制度の わせとしてあるが、3 つ 上でもよい。 
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体た が したド イ 別 の をしなければ

ならないときには実 不 であったような制度が

発生する （ 木 001 、 は引 者）

1  

教育制度体 の 的 に けた 論 の検討 

であり、ド イ 間 ー の は部 ー 完全

をなす。 方、「制度的 完 」とは

の制 、 、 の の によって、経

体た が異なるド イ 間で を 的にコー

ィ ートすることはしないが、 らの が のド

イ で 的な行 ー （制度）によって

ラ ー 的に を受けているような で発生

する制度間の で 果として、ド イ

間で 存が発生する と 義され、スー ー

ラー ー 16をなす（ 、 は引

者）。この 義の いからは、前者では の制度

が意 的に されることで発生している制度の

を、後者では制度間の を意 的に行っていな

いにもかかわら 存的な が される

を している。 の意味では、 者の いは

イ ーの制度に する の 異にある。このよう

な 異はあるが、ど らも を 成していること

が であり、一方の制度が らかの制度に す

ると、 の により、もう一方の制度が け

られ、一 の が成 すると、 者は 存的

に の機 を しあい、安 的に存 するように

なるという が特 である。 
 ただし、このように区別されるものの、「制度 し

た 」と「制度的 完 」とでは、 制度

においてもやはり後者の方がよく される。制度

的 完 については、もう しわかりやすい ある

ド イ で の 体が に していると

き、 らは、 の するド イ に生成している

制度を、実際には れらが ら自身の イによっ

て生 された内生的な 果であるにもかかわら 、

自 の にたいする外生的に された制約

と なすだ う。 果的に、 れ れのド イ で

存 しうる制度は 存制を 、 いに きを

め うようにな う （ 木 010 011 10 ）

という もある。また、「制度的 完 」という術

は、「 本 義の多様 」論など 制度 外

の でも いられるために、 木は、自らの

制度 の の中における制度的 完 を と

の を じて に している。すなわ 、

制度 における制度的 完 は、ド イ 間

にまたがる ー の の えに した、有 な

たる論 的 に ざしたものとして され

る きものであって（ 10 10 ）、 と

して される 上、 の制度 が しも 的

であることを意味しない（ 木 001 ）とす

る1 。この部 が すように、 制度 におい

て「制度的 完 」とは、 どこ か、 制度の

多様 、非 な制度の存 の をも ら

かにする （ 木 00 6 ）ために いられる

である。実際、 木は 異なるド イ 間に制度

的 完 があるとき、 ート の全体的制度

が存 になるかもしれない。あるいは、

に ートラ でない の全体的制度 が存

する がある（ 木 001 ）という

題を している。 
 これが「制度の 」の 要である。これを

することで、ま 、一つの ステ の中に 的に

存 する制度間の 存 およ 安 の を検

討することが になる。 してこういった の

制度の からなる、 的に存 する異なる ス

テ 士の も となる。とこ で、ここで制

度的 完 だけにせ 、 に「制度の 」とし

て導入を った は、 に、 論が うであるか

らというの なら 、実際に教育制度を する際

に 要であると えるからである。例えば、検 教

科 制を えて ると、これは、学 指導要 に準

して編集、検 が行われることになっており、

上も教科 制度と教育課程制度は している。

これを に 存的と ことは し 不自 で

あって、 者が 的に制度 しているという

で する方が 切である。だからこ 「制度 し

た 」の が 要なのである。 
 さて、ここまでで、異なる制度 （ わせ）

からなる の 体 が生じることの 論が さ

れたわけであるが、まだ、な 、これらの

のう 特 の社会において特 の が される

かを 論は していない。な 実の社会では

あるう の 1 つが制度 したのか。な でもなく、

こうなったのか、という 論を いて行う。 
 

 

 ここからは、非 な制度はな 存 するのか、

2
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また、どのように制度は進 するのかといった

的な問題を うための である。この問題は制

度 経 学において 要な問いであり、例えばノー

スの 論は、 の経 学における、非 な制度

は 的な発 過程で されるという を し、

しも 的1 ではない制度が存 しうる を

する を した が 要であった（ノー

ス 1 0 1 ）。この 論では、

の自 の 果と、 不完全な 場に

おける 的な の ィードバ 1 と大きな取

引 とから、（1） （ ）非 の

（3） （ ）経 存が発生するという（ 1
）。さらに、 特 の制度に く契約の ・

大が の ー の に する不 実 を さ

せるために、 期 が こる。 、制度的

の 存 は大 な を生 すであ う

（ 1 ）と るなど、制度の 存 も

また をもたらす要 にされる。 
一方、 制度 の場 は、制度 の過程で

ィードバ ・ が生じることにより制度

を しているが、制度進 に してこの

には しも全 的に 意しない。 に

ついても、 の非 的な 的 が進 する

は、 ではなく、経 体間の

的 間の 完 である（ 木 001 163 ）や 制

度にかんする 存の文 は、 とた されると

制度が 的になる が、 （ トア

・コスト）か ト ー 外部 にあることを

する。しかし、これらの は に 術的なも

のとしてでなく、全体的制度 の 有の から

内生的に発しているものと られる きである

（ ）などの 的な を行っている。

などに するノースの見 も 制度

の からは、 ド イ における経 体の ー

が、 を生じるものであり、 果的に

した がもたらす ィードバ により自

が内生的に生じることや「制度の 」

に き非 の存 が されることになる。

下は、 制度 における制度進 と経 存

の に する 論である。 
はじめに制度変 が生じる の 制度

における 論 を す。制度を ー の

として える に うとき、制度変 は、経

体の行 ー と れに する の 表

（ ）の ステ ティ で 的な変 に

ついた、1 つの （ ）から別の （ ）

への トと見なすこと （ 木 001 6 ）がで

きる。すなわ 、一つの ー に生じている

間で、ある （制度）から別の （制度）へ

と らかの により 行が こった が、制度

変 に 当すると される。 して、このような

トはいかにして かを 的なア ー で

うために、 木は、「 的 ー ・ 」の

を導入する。「 的 ー ・ 」は、

の経 体た は 術的に された ー の ー

に する完全な を つことができ 、 の経

体た の 的 や にかんして完全

な もできない 、 の わりに、 経 体

は で、自 が イする ー の にかん

して、過去の経験から 成した 的で 的な

しかもた 、ドラスティ な 変 と内的

機に反 して れを する （  ）

と する。この 下で、経 体が制度に す

る 一の 学的 とともに、 ー と 得

、 の じ トを り し いるとき、

われわれは で 的 ー ・ が

生 されている （ ）という。この で

成 する では、す ての経 体が制

度 を し、 れに じて行 することで、

イ と の要約表 が に

的となり、 が されることで制度が 生 され

るようになる 0（  60 ）。これは、 経 体

に 的に 有 された である をもたらす

行 と行 の 果得られる における とが一

する では、制度は 生 され、安 的である

という意味であり、すなわ 制度安 期の を

している。（） 
 とこ が、この 的 ー が、 経 体に

な 果をもたらさなくなったとき、 経 体は

ー の大 な をしようと めることになる。

この ー 変 の が、 ドラスティ な

変 と、 イ な 果が ー の 的な
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また、どのように制度は進 するのかといった

的な問題を うための である。この問題は制

度 経 学において 要な問いであり、例えばノー

スの 論は、 の経 学における、非 な制度

は 的な発 過程で されるという を し、

しも 的1 ではない制度が存 しうる を

する を した が 要であった（ノー

ス 1 0 1 ）。この 論では、

の自 の 果と、 不完全な 場に

おける 的な の ィードバ 1 と大きな取

引 とから、（1） （ ）非 の

（3） （ ）経 存が発生するという（ 1
）。さらに、 特 の制度に く契約の ・

大が の ー の に する不 実 を さ

せるために、 期 が こる。 、制度的

の 存 は大 な を生 すであ う

（ 1 ）と るなど、制度の 存 も

また をもたらす要 にされる。 
一方、 制度 の場 は、制度 の過程で

ィードバ ・ が生じることにより制度

を しているが、制度進 に してこの

には しも全 的に 意しない。 に

ついても、 の非 的な 的 が進 する

は、 ではなく、経 体間の

的 間の 完 である（ 木 001 163 ）や 制

度にかんする 存の文 は、 とた されると

制度が 的になる が、 （ トア

・コスト）か ト ー 外部 にあることを

する。しかし、これらの は に 術的なも

のとしてでなく、全体的制度 の 有の から

内生的に発しているものと られる きである

（ ）などの 的な を行っている。

などに するノースの見 も 制度

の からは、 ド イ における経 体の ー

が、 を生じるものであり、 果的に

した がもたらす ィードバ により自

が内生的に生じることや「制度の 」

に き非 の存 が されることになる。

下は、 制度 における制度進 と経 存

の に する 論である。 
 はじめに制度変 が生じる の 制度

における 論 を す。制度を ー の

として える に うとき、制度変 は、経

体の行 ー と れに する の 表

（ ）の ステ ティ で 的な変 に

ついた、1 つの （ ）から別の （ ）

への トと見なすこと （ 木 001 6 ）がで

きる。すなわ 、一つの ー に生じている

間で、ある （制度）から別の （制度）へ

と らかの により 行が こった が、制度

変 に 当すると される。 して、このような

トはいかにして かを 的なア ー で

うために、 木は、「 的 ー ・ 」の

を導入する。「 的 ー ・ 」は、

の経 体た は 術的に された ー の ー

に する完全な を つことができ 、 の経

体た の 的 や にかんして完全

な もできない 、 の わりに、 経 体

は で、自 が イする ー の にかん

して、過去の経験から 成した 的で 的な

しかもた 、ドラスティ な 変 と内的

機に反 して れを する （  ）

と する。この 下で、経 体が制度に す

る 一の 学的 とともに、 ー と 得

、 の じ トを り し いるとき、

われわれは で 的 ー ・ が

生 されている （ ）という。この で

成 する では、す ての経 体が制

度 を し、 れに じて行 することで、

イ と の要約表 が に

的となり、 が されることで制度が 生 され

るようになる 0（  60 ）。これは、 経 体

に 的に 有 された である をもたらす

行 と行 の 果得られる における とが一

する では、制度は 生 され、安 的である

という意味であり、すなわ 制度安 期の を

している。（） 
 とこ が、この 的 ー が、 経 体に

な 果をもたらさなくなったとき、 経 体は

ー の大 な をしようと めることになる。

この ー 変 の が、 ドラスティ な

変 と、 イ な 果が ー の 的な
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に える 的イ ト 1と して、一

上の経 体に生じると、制度変 の引き が引

かれる。こうして多 の経 体により、 に

の見 しが実行されるようになると、これまで存

していた制度は、 果的な要約表 でなくなるこ

とで、経 体の の不 実 を することに

有 でなくなる。このような 有 の 機的 ら

ぎの は、「制度 機」と 、 い制度下で「当

と なされる」前 が 問 されるようになる。

この に ると、経 体は様 な に りな

がら、 れ れの 的 ー ・ の を

められる。この過程では いに する の

ある 的・ 的 ステ が し、これら

の間の が 行 スを特 け、このう の

い れかが期 のための ー イ トと

なり、新制度の となる（ 60 63 ）。（ ） 
 体にとって、新 が 的に する

のは （）（ 的）経 体の学 を導いてきた

的・ 的 ステ が、ド イ に発生しつ

つある内部 と 的になると されるように

なり、（ ）行 の を する際の新しい

ー の が、 とんどす ての経 体た

にとって大きな きをもたらさなくなり、（ ）上の

つの を として、新たに された

の部 集 からの が できる 得をもたらす

とき （ 63 6 ）であるとされる。多くの経

体の が いに 的になり、このように

されるとき、制度 行の スは する。

こうして に 的になり、 有されるに った

ステ は、自 的となり、新制度として

され、制度は次の 的安 期の開 に る

（ 6 ）。（ ） 
 このように制度進 は、 上の（ ）（ ）制度安

期 （ ）制度 機・ 行期（ 制度の と新

制度の ） （ ）新制度の と安 という

過程を り すものと される。しかし、（ ）

から（ ）の になされる新制度の はラ

に行われるものではなく、過去の制度により一

の制約を課せられる、すなわ 、経 存が発生す

る （ 6 ）。このような経 存が発生する

要 の一つは、 の新制度 経 学や政治学におけ

る新制度論にも する、 的 期 における

等の が指 されるが、 制度 ではこ

れに加えてもう一つ、 には異なるド イ にわた

る経 体た の 的 の イ な

作 を して される 、つまり制度の 的

がありうる（ 6 ）ことも える 3。すなわ 、

的に制度の が存 することにより、制度進

の過程で、新しい制度 への 行を げたり、

反 に 進したりするというのである。ここでは、

特に、制度的 完 が 的に存 する場 （「

的な制度的 完 」）を取り上げて 論を行うことに

する。 
 「 的な制度的 完 」では、ま 、 つの制

度 完的な （ ）と（ ）の存

を して、 下の つの 題が される。（ 木

001 1 3 ） 
 
題 10 1 制度 的 ラ ー の 期 準が す

ぎて、 したド イ においては制度 が生成不

であったとしても、 完的制度 の存 が、

と 完的な制度 的 ラ ー の 期 のイ

トを することによって、やがて の制度

を 導 することがありうる。 
 
題 10  制度 と がある まで 的で

あったとしよう。 の で、 的制度 と

に 完的な政策変 ないしは 力の が ド イ

で発生したとする。 れでも、ど らのド イ

にも制度変 は に発生しないかもしれない。し

かし、政策変 ないし 力 が の後も され

るならば、 的・ 完的イ トは、 に

完的制度（ ）の新 の生成を導くかもしれ

ない。 
 
 これらの 題は、制度的 完 の存 により、

のド イ における新制度や全体的制度 の変

を 発する を している。特に、 題 10 1
は、い れかの制度が別の制度に して 完 を有

する制度を 成できない場 でも、 間的な変 に

より制度 完的な を実 する があること

を している。ただし、これらの要 のイ ト
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は自 的なものではな く、一 のド イ におけ

る制度 的 ラ ー と する内生的 変

のあいだに存 する 完 の さの なら 、ド

イ 間での内生的 変 士の 完 の さ

にも 存する。この スの微 な は、制度

的 ラ ー の の変 に した制度の発生ま

たは全体的制度 の変 が、最 は 的である

が、 に しあう 的・内生的イ トに

よってい れ実 されるという である （ 3
）と される。これは、 的に見ると、いか

なる場 も制度 完的な制度 が 成 してい

る、制度的 完 があれば 完的な制度が発

する、といったことを意味しないという である

に 意す きである。 
して、これに けて、制度変 における政策の

割として、（）政 の政策変 と イ の

として、意 されざる制度が進 する （ ）

制度 的 力の による、政策の意 した 果

の （ ）制度 的 ラ ー の する き

と政 の 割、という 3 つを指 する（ 3
）。ここから かるように、 制度 では、制

度の変 がうまくいかない場 に しても、「制度の

」の を いて一 の を えることが

となる場 がある。あるいは、 の 果、制度

が内生的な要 で へ かう場 を すること

もありうる。 

これが 制度 の の である。 ー

論に く制度の とド イ を とする

制度 が 本となり、 の 存的な

までを 論的に 味することで、制度の や安

の 、制度進 の を る。ただし、

ここまでを行っただけでは、 制度 として完

成しない（ 1 を参 せよ）。これらの検討から得ら

れる が、 実の社会の 、 に らし、

どのように たされていたかを、 的・ 的、

的な手 により検 を行って、ようやく は

完成するのである。もう し 体的には、 と

がもたらす ・不 の から、 的に

されてきた が「制度」 に ったか かと

いう 、また、 が されている場 の

に き、 成されている に 当する

社会の 的 ー が の を たすか かとい

う 等が められることになる。 

3 教育  

 本 では、前 で検討した 制度 を教育制

度の に いることによる と問題 を論じ、

最後に、今後の課題と を 、本稿を 。 

3 教育

 

3  

 はじめに 制度 を する に の

意義を論じる。ここでは 制度 が つ、社会

科学一 における制度論の としての と経

学の としての という大きく つの

から を見 すことができる。 
第 1 の制度論の という から見た場 に

指 される として、ま 、方 論的に える制

度の が 大する である。すでに た り、

伝 的に行われてきた教育制度の研究は、 制（

ー として文 されている制度）の が中 で

あり、 の方 は として 研究、 的

によりなされてきた。これらの方 論を しない

が、特に、後者の場 は、 に として成 して

いるの で 上に存 しない制度は、 論が ば

ないか、 な場 、 に していないという

の で問題 される問題が うと えられる。

あるいは 文 している制度、すなわ らかの

において実 されておら 、 制度 では

「制度」と ないものが、な 実 を たない

のかを論じることが原 的に であるという

もある。 の 、 制度 では、 ー 論を

いて、制度が実 される や安 する

を するので、 の有無にかかわら 、「

」があれば制度的 の を行い、ある程度の

実 を行うことも になる。 論 に いるも

のが ー 論であるという も 要で、 ー

論は 本的には 学であるから、 ー 的な が

ある りにおいて という で が高い。
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は自 的なものではな く、一 のド イ におけ

る制度 的 ラ ー と する内生的 変

のあいだに存 する 完 の さの なら 、ド

イ 間での内生的 変 士の 完 の さ

にも 存する。この スの微 な は、制度

的 ラ ー の の変 に した制度の発生ま

たは全体的制度 の変 が、最 は 的である

が、 に しあう 的・内生的イ トに

よってい れ実 されるという である （ 3
）と される。これは、 的に見ると、いか

なる場 も制度 完的な制度 が 成 してい

る、制度的 完 があれば 完的な制度が発

する、といったことを意味しないという である

に 意す きである。 
して、これに けて、制度変 における政策の

割として、（）政 の政策変 と イ の

として、意 されざる制度が進 する （ ）

制度 的 力の による、政策の意 した 果

の （ ）制度 的 ラ ー の する き

と政 の 割、という 3 つを指 する（ 3
）。ここから かるように、 制度 では、制

度の変 がうまくいかない場 に しても、「制度の

」の を いて一 の を えることが

となる場 がある。あるいは、 の 果、制度

が内生的な要 で へ かう場 を すること

もありうる。 
  
 これが 制度 の の である。 ー

論に く制度の とド イ を とする

制度 が 本となり、 の 存的な

までを 論的に 味することで、制度の や安

の 、制度進 の を る。ただし、

ここまでを行っただけでは、 制度 として完

成しない（ 1 を参 せよ）。これらの検討から得ら

れる が、 実の社会の 、 に らし、

どのように たされていたかを、 的・ 的、

的な手 により検 を行って、ようやく は

完成するのである。もう し 体的には、 と

がもたらす ・不 の から、 的に

されてきた が「制度」 に ったか かと

いう 、また、 が されている場 の

に き、 成されている に 当する

社会の 的 ー が の を たすか かとい

う 等が められることになる。 
 

3 教育  

 
 本 では、前 で検討した 制度 を教育制

度の に いることによる と問題 を論じ、

最後に、今後の課題と を 、本稿を 。 
 
3 教育

 

3  

 はじめに 制度 を する に の

意義を論じる。ここでは 制度 が つ、社会

科学一 における制度論の としての と経

学の としての という大きく つの

から を見 すことができる。 
 第 1 の制度論の という から見た場 に

指 される として、ま 、方 論的に える制

度の が 大する である。すでに た り、

伝 的に行われてきた教育制度の研究は、 制（

ー として文 されている制度）の が中 で

あり、 の方 は として 研究、 的

によりなされてきた。これらの方 論を しない

が、特に、後者の場 は、 に として成 して

いるの で 上に存 しない制度は、 論が ば

ないか、 な場 、 に していないという

の で問題 される問題が うと えられる。

あるいは 文 している制度、すなわ らかの

において実 されておら 、 制度 では

「制度」と ないものが、な 実 を たない

のかを論じることが原 的に であるという

もある。 の 、 制度 では、 ー 論を

いて、制度が実 される や安 する

を するので、 の有無にかかわら 、「

」があれば制度的 の を行い、ある程度の

実 を行うことも になる。 論 に いるも

のが ー 論であるという も 要で、 ー

論は 本的には 学であるから、 ー 的な が

ある りにおいて という で が高い。

1  

教育制度体 の 的 に けた 論 の検討 

これにより、自らの手で、実 に えうる 要かつ

な を導 することが になる。 
 また、社会科学全体の制度に するア ー と

して、 ー 論が 要な になってきている

もある。実際、こうした ー 論を いて制度

にア ー 、 する方 は、例えば日本の政治

学・行政学では、 000 年 前 にはすでに ー

が行われている （例えば河 00 00 ）。

まだ く一 的に いられる方 というわけではな

いが、制度を 論的に しようと思えば、 的

な 論を るにしても、 ー 論への 寄り

は けられない がある。 れ え、今後、 の

社会科学の 見と 的に を行っていくうえで

も、 ー 論による教育制度の は 要な課題

であり、 うした に しうるだ う。 
 次に、 制度 を いることで、 の制度

から う制度へと を る場 の のしやす

さ、あるいは を にするための について

も一 の が得られるという が げられる。こ

れまで教育制度の は、 的な ましさから

の り方が論じられることはあっても、どうすれば

のような ましい制度が実 であるかという

んだ 論が になされてきたとは い い。

制度 においては、 を に 論す

ることが であるため、 の「 ましくない」

制度と「 的な」制度との間にどの程度 的に

異があるかを検討することができる。 れは、容

に 行 な場 も、 に、 めて な場 も

あるかもしれないが、 な場 にはどのような過

程を経れば、 機的な に ら に 行が か

といった 的 を えることにな う。あるい

は、異なる制度へと 行することによって、 の

制度のう の にす き部 も される。これは、

これまで「 的な制度」とされてきたものが、ど

のような の下に成 しているのかを意 する

ことにつながるので、 を する でも有

であ う。さらに、この は、制度が つ内生

的な安 を問題にするので、 度の高い がで

きれば、制度の 的な安 を する も

見えてこよう。 
 さらに、 制度 には、「制度の 」という

特 的な が存 する。これにより、教育制度内

部はも ん、 のあるさまざまな 制度間

の を 論的に することが になる。し

かも、これは、 、 上の や経験的、

に 的な から学 上指 されてきたような制

度間の 存 の の指 には まらない。

的・経験的には られた事 でありながら、これま

での では の存 ／不存 の や発生の原

を には あるいは できていないかった

ものの 存 の 、さらには、 も も

すらも ばないような が導き される

を有するものである。こればかりは を行って

なければ 体的には らないものであるが、「制度の

」とはこのような 力な であり、 を

じて制度間の が意 されることは、政策論

に しても有 であ う。 
 いて、第 の経 学としての に する

の 論に入る。ま 、1 で論じたように、

制度 が新 経 学に する 的な検討か

ら まったことに して、 制度 を教育制

度の に することが、 場 義的な教育政策

の や問題 、 して経 学的にも に った

を することに つく を っている

が げられる。これは今日の社会において学術的

にも社会的にも く要 されている課題であり、

のような がなしうる で 制度 は非 に

有力な とな う。 
 して、日本という特 な文 においては、

制度 がもともと（ 後）日本 経 ステ の

経 的 を論 するという で まったこと

による も大きい。事実、行政学においては、

くから 見が参 されており、中でも日本における

行政 の特 を論じる際に されている（村

1 013）。教育制度 への としては、

教育制度を 制度 の に せることがで

きれば、日本における「教育ド イ 」と「経 ド

イ 」の間における制度の を高い 度で

論的に できる が開ける。 なとこ

では、例えば、経 ド イ における新 一

と による 開発という ア 行の存 の

ために、教育ド イ では 得 義によらない年
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義的な 期生間の が められ、かつ、 し

も 的な 業教育が され 、 し 的な

教育が ましかった、というような 論が 論

的に成 する 6。 者は制度的 完 をなすもので

あり、1 0 年 、経 の変 が、学校にも

得 義的なあり方を要 するようになってきたと

いう事実は、制度的 完 の らぎに する制度

の不安 に するという が成り つ。こう

して生じた学校制度の不安 は、 しも学校制

度自体の非 によることを意味しない。 の意

味では、このような を ていくことがで

きれば、新 に 表される 経 学に

するような教育制度の では に で

きないような事 に しても、より 実的な 開策

を できる があるだ う。 
このように、 制度 が つ つの によ

り、教育制度の に して 制度 を す

ることで得られる は 多いと えられる。 
 
3  

 次に、 制度 の に う問題 を る。 
 ま 、 木昌 が体 した の 制

度 は、経 ステ を するための 論とし

て めて されており、 のために非 に

で、方 としても への には い 手の

いものとなっている印 が めない。例えば、

であるド イ にしても、 木（ 001）では、

本ド イ は「
コ

」「 取引
ト ー ド

（経 的 ）」

「 」「社会的 」「政治」「 ィー ド」の

6 つであるとしている（ 木 001 31 、

は原文）。 も もこの で経 制度の と

しても 当なのかという 問を くこともできるが、

れ 上に、 への 、特に筆者が 指す行

政制度としての が い（ ）教育制度の に、

の を えると が非 に しく感じ

られてしまう。この を するための方策として、

本的な は しつつも、 の上では、 要

に じて 論が体 的に される 前の に

ることを える。すなわ 、ド イ や制度

の といった本稿でも導入した については

しつつも、 のド イ については上記のような

6 ド イ からなるという えは しない。 わ

りに、 木・ 編（1 6）までに見られたような、

論の 要に じて 制度の を していく

で、全体として 的な 論を するようにする、

というものである。これを することで、 、

教育行政学が ってきた 制度を 的に

けていくという思 スを経ることにもなるの

で、これまで してきた 見を する上でも有

であ う。 
 して、この行政制度への を する際には、

経 学の であるということ自体が をもた

らす反 、やはり けがたい問題に する。特に、

この における「政 」の いは、 間との

における 制 体であることがある の前 とし

て 論されている を問題 しなければならない。

行政学では、政 が 制 体として れる「

制行政」であることもあれば、福 や教育が の

であるとされるように、政 が事業 体として

れる「 行政」となる場 もあることが ら

れている。も ん、教育行政を に見るとき、

このような な で ることはでき 、 制

行政と 行政が に 開されているような制度

も存 する。したがって、行政制度の に際し

ては、政 が のような イ ーであることを

に いて 論を する 要に られる。ただし、

のような場 の 策は容 であ う。 制的

と 的 を れ れ異なるド イ に存する制

度として い、 者を 的に 論すれば問題は

するからである。ここからも、 制度 の

が見 されよう。 
 制度 を する際の最大の問題 は、教

育の制度をどこまで ー 論で 式 かとい

う問題である。 制度 に制度一 の 方

としての を見 すのは、 ー 論を いて

式 し、一 の高い を しているからで

あるが、当 ながら、これが方 論として 力を発

し、有 な 論を するためには、 と

なる制度が ー 論に く（ が発生す

るような） 式 が であることを 要 とす

る。 ー 論により 式 できるための は、
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義的な 期生間の が められ、かつ、 し

も 的な 業教育が され 、 し 的な

教育が ましかった、というような 論が 論

的に成 する 6。 者は制度的 完 をなすもので

あり、1 0 年 、経 の変 が、学校にも

得 義的なあり方を要 するようになってきたと

いう事実は、制度的 完 の らぎに する制度

の不安 に するという が成り つ。こう

して生じた学校制度の不安 は、 しも学校制

度自体の非 によることを意味しない。 の意

味では、このような を ていくことがで

きれば、新 に 表される 経 学に

するような教育制度の では に で

きないような事 に しても、より 実的な 開策

を できる があるだ う。 
このように、 制度 が つ つの によ

り、教育制度の に して 制度 を す

ることで得られる は 多いと えられる。 
 
3  

 次に、 制度 の に う問題 を る。 
 ま 、 木昌 が体 した の 制

度 は、経 ステ を するための 論とし

て めて されており、 のために非 に

で、方 としても への には い 手の

いものとなっている印 が めない。例えば、

であるド イ にしても、 木（ 001）では、

本ド イ は「
コ

」「 取引
ト ー ド

（経 的 ）」

「 」「社会的 」「政治」「 ィー ド」の

6 つであるとしている（ 木 001 31 、

は原文）。 も もこの で経 制度の と

しても 当なのかという 問を くこともできるが、

れ 上に、 への 、特に筆者が 指す行

政制度としての が い（ ）教育制度の に、

の を えると が非 に しく感じ

られてしまう。この を するための方策として、

本的な は しつつも、 の上では、 要

に じて 論が体 的に される 前の に

ることを える。すなわ 、ド イ や制度

の といった本稿でも導入した については

しつつも、 のド イ については上記のような

6 ド イ からなるという えは しない。 わ

りに、 木・ 編（1 6）までに見られたような、

論の 要に じて 制度の を していく

で、全体として 的な 論を するようにする、

というものである。これを することで、 、

教育行政学が ってきた 制度を 的に

けていくという思 スを経ることにもなるの

で、これまで してきた 見を する上でも有

であ う。 
 して、この行政制度への を する際には、

経 学の であるということ自体が をもた

らす反 、やはり けがたい問題に する。特に、

この における「政 」の いは、 間との

における 制 体であることがある の前 とし

て 論されている を問題 しなければならない。

行政学では、政 が 制 体として れる「

制行政」であることもあれば、福 や教育が の

であるとされるように、政 が事業 体として

れる「 行政」となる場 もあることが ら

れている。も ん、教育行政を に見るとき、

このような な で ることはでき 、 制

行政と 行政が に 開されているような制度

も存 する。したがって、行政制度の に際し

ては、政 が のような イ ーであることを

に いて 論を する 要に られる。ただし、

のような場 の 策は容 であ う。 制的

と 的 を れ れ異なるド イ に存する制

度として い、 者を 的に 論すれば問題は

するからである。ここからも、 制度 の

が見 されよう。 
 制度 を する際の最大の問題 は、教

育の制度をどこまで ー 論で 式 かとい

う問題である。 制度 に制度一 の 方

としての を見 すのは、 ー 論を いて

式 し、一 の高い を しているからで

あるが、当 ながら、これが方 論として 力を発

し、有 な 論を するためには、 と

なる制度が ー 論に く（ が発生す

るような） 式 が であることを 要 とす

る。 ー 論により 式 できるための は、
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すでに指 したように（1） イ ー（ ） 集

、行 イ （3） （ ） 得（

）の つが で、かつ、 できることで

ある。 
 の意味で、一 的に って、 制度 にお

いて な教育制度は、 存 する 体の

存的に を える行 によって制度の実 が

表 な制度である 要がある。も ん、

制度 ですでに らかにされている 論的 意か

ら を導き、実 を行うといった方 も

ではあるが、 れで 論 な は、 行と

、コー ート バ ス等、経 一 におけ

る を できる制度に られるため、自

と 的になってしまうし、これでは教育制度が

内生的に え 特 を 的に せたとは えな

いだ う。 
 れでも、教育制度の多くがこうした制約を う

式 に えうるのであれば、 は、ここまでに

てきたような様 な 恵を得ることができると

に、教育制度もまた 制度 が する制

度的 を有することを論 することができ

る。反 に、どのように手 てを じても、 のよ

うな では できない制度に くわした

ときには、 れが って教育制度の特 を す

る論 となる もある。ここに、 制度

を いる意味があると えるだ う。 
 
3  

 最後に今後の と課題について る。はじめ

に の高い を する。 
 ま 、 制度 の 見の として、日本

行の を のまま することで、教員

事制度と学校 のあり方を検討することが

であるだ う。本稿では に 味しなかったもの

の、 制度 が有する 富な 見を 反 さ

せることで、日本 行に かれた教員と の

制度の 、 して（ 果的な）学校 に 的

な制度 を 論的に できると えられる。 
 方 論的な としては、 ー 論の

という で、意外ではあるかもしれないが教科

制度の が に入る。これは大島（ 01 ）で

論を行ったが、検 制のあり方を バ ス論の

で 検討した際に見えてきたものである。また、

都 なことに、日本の教科 制度は、先進 外

とは らかに異なる体 を しており、不都 が

ないとは わないにせよ、 れ れ安 的に機 し

ている で、 になっている 例であると

なすことが である。 
 して、これらの の先に、「制度の 」の

を いることで、これらの制度 を とまとめに

した ステ としての が できるようにな

ると えられる。 
 また、これは経 学の であるので、 教育

の外部にある 間教育 業の ステ を 論してい

くことも原 的には であると できる。 の

ような方 で 論を進めていくことも教育をめ る

を らかにしていくうえで、大いに のあ

ることであ う。 
 このように 制度 を していくことは、

経 的な から 場 義的な 論に らない教育

制度の研究に新たな を開き、意義のある

をなしていくものと えられる。しかし、 制度

が であるが えに、 を まれている

を に しなければならない。 して、 制

度 の が するのは、 論 と

の方 でしかなく、実 をどのように行っていく

かという実 の方 論は、別 、 要に じて検討

していかなければならない。この をいかに で

きるかが、今後の研究の要であ う。 

記  
本稿は、 科研 （課題番号 16 03 ）の助成を

受けたものである。

 

 
1 また 木・ 編（1 6 3 ）にも 様の記

有り。 
 ここでの は、 場 論における意味の で

あって、 ー 論における を意味し

ているわけではない。 ー 論を いて 式 し

たとき、 が ート で、 場 論

における と一 する場 もあるが、
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が ート である はない。 ート

な とは、す ての経 体の を なうこと

なく、 か一 の を行うことはもはやでき

ない を う。 ー 論で、 外に、

す ての イ ーの 得を する 地のある

が存 する（ ート な が に存 す

る）のに、 れが とならない場 が「 の

」と ばれる である。この 論からも

かるように、 経 学は しも ー 論を

要としない。 
3 前 ー に引 した 木（1 ）を参

せよ。 
 木（ 00 ）は、1 年に刊行された『経 ス

テ の進 と多 制度 』（東

経 新 社）を原本とする文 であり、引

は 1 年当 を に記 されたものである。1
年 との異 は、引 では、 の「バ

まで」が「つい 年前まで」となっていた の

である。 
 木 一による 。制度と「制度」は れ れ

区別した 義を えられている（ 木 一 00
）。 

6 文 上、政 や などが されている。 
 このように の が自 的と え

られる。一方で、 には実行 の意も まれる

ので、 ー 論の文 で自 的という場 に

は、 ー の イ ーにより内発的に実行 され

ることが 意されている。 
 新制度 経 学の 表であるノースによる制度の

義「 ー の ー 」としての制度は ー 論

的に見るとここで話が終わるという見方も であ

る（例えば 00 ）が、 バ スは、ノ

ースが う「 ー の ー 」はス ー の （

ー ）の ー の であって、ここでいう ー

論における意味での ー とは全く異なる で

っていると指 する（ バ ス 00 ）。 
 とはあくまでも の集 である。

は や ／不 の に いられるが、

を めることは を めることであって、

の を めることではない が 要である。

また 下の 論に れる部 ー 完全 も

の一 である（ただし、全ての

が部 ー 完全 ではない）。 
10 制度 においても いられているが（

木・ 編 1 6 ）、これは、新制度 （政

治学の新制度論を ）の 論で、制度の

を する際に いられる。 

 
11 の でこの ー を くともう一つ、

� � � というような

が存 する。これは、 者が の で 、

の で を するという を す である

が、 実的にこれが制度 することはない。このこ

とは 的 ー 論の において する

のす てが制度 するとは らないことを

意味している。後 の り、 制度 では、こ

のような を するための一つの方 として、進

ー として して を める方 をとる。

これにより、3 つ に れた は進 的

に安 でない （不安 ）であり、これを

として、 しでも「 」 を する者が多

ければ「 」、「 」が多ければ「 」の （進

的に安 な ）へと していくと する。 
1  この「学 」は、 に存 する社会の 成員が全

ての を経験しなければならないという意味では

なく、先 の「 」や「成 」の経験、すなわ

から社会が制度を 得していく も まれる。 
13 進 ー 論とは、進 生 学で生 された

発 の ー 論であり、 イ ーに を

せ 、 ー が実行された 果、 間の経過に

より りつく（ イ ス） を する に

特 がある。これとの で、 の ー 論

を 的 ー 論と 。 して、進 ー が

間的な要 を ことから進 ー の を「

学 」、 的 ー の を「 学 」という。進

ー は、 的 ー では行われない、微 方程

式を いた の により、 学的な安 を

する方 を れるという がある。しかし、

する イ スや に じて 式 が

しすぎる 、集 を とする場 に 的で

ある 、 開 ー となると が容 に 発

してしまうことから、方程式による 方 はまだ

開発 上にある に問題が指 される（大 00 ）。 
1  なお、このような 者を 完的に いるア ー

は 術的な でも有 であると えられる。進

ー 論には上記の問題（前 ）があり、社会に

ある「制度」の が、いつも ー のような

な にあるとは らないことを まえると、

のような場 のア ー として、 的ア

ー の を に入れておくことが方 上も 要

であ う。 
1  この場 は、「制度的 完 」であると える。

に（ 行 ド ）であったとしても

3
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が ート である はない。 ート

な とは、す ての経 体の を なうこと

なく、 か一 の を行うことはもはやでき

ない を う。 ー 論で、 外に、

す ての イ ーの 得を する 地のある

が存 する（ ート な が に存 す

る）のに、 れが とならない場 が「 の

」と ばれる である。この 論からも

かるように、 経 学は しも ー 論を

要としない。 
3 前 ー に引 した 木（1 ）を参

せよ。 
 木（ 00 ）は、1 年に刊行された『経 ス

テ の進 と多 制度 』（東

経 新 社）を原本とする文 であり、引

は 1 年当 を に記 されたものである。1
年 との異 は、引 では、 の「バ

まで」が「つい 年前まで」となっていた の

である。 
 木 一による 。制度と「制度」は れ れ

区別した 義を えられている（ 木 一 00
）。 

6 文 上、政 や などが されている。 
 このように の が自 的と え

られる。一方で、 には実行 の意も まれる

ので、 ー 論の文 で自 的という場 に

は、 ー の イ ーにより内発的に実行 され

ることが 意されている。 
 新制度 経 学の 表であるノースによる制度の

義「 ー の ー 」としての制度は ー 論

的に見るとここで話が終わるという見方も であ

る（例えば 00 ）が、 バ スは、ノ

ースが う「 ー の ー 」はス ー の （

ー ）の ー の であって、ここでいう ー

論における意味での ー とは全く異なる で

っていると指 する（ バ ス 00 ）。 
 とはあくまでも の集 である。

は や ／不 の に いられるが、

を めることは を めることであって、

の を めることではない が 要である。

また 下の 論に れる部 ー 完全 も

の一 である（ただし、全ての

が部 ー 完全 ではない）。 
10 制度 においても いられているが（

木・ 編 1 6 ）、これは、新制度 （政

治学の新制度論を ）の 論で、制度の

を する際に いられる。 

 
11 の でこの ー を くともう一つ、

� � � というような

が存 する。これは、 者が の で 、

の で を するという を す である

が、 実的にこれが制度 することはない。このこ

とは 的 ー 論の において する

のす てが制度 するとは らないことを

意味している。後 の り、 制度 では、こ

のような を するための一つの方 として、進

ー として して を める方 をとる。

これにより、3 つ に れた は進 的

に安 でない （不安 ）であり、これを

として、 しでも「 」 を する者が多

ければ「 」、「 」が多ければ「 」の （進

的に安 な ）へと していくと する。 
1  この「学 」は、 に存 する社会の 成員が全

ての を経験しなければならないという意味では

なく、先 の「 」や「成 」の経験、すなわ

から社会が制度を 得していく も まれる。 
13 進 ー 論とは、進 生 学で生 された

発 の ー 論であり、 イ ーに を

せ 、 ー が実行された 果、 間の経過に

より りつく（ イ ス） を する に

特 がある。これとの で、 の ー 論

を 的 ー 論と 。 して、進 ー が

間的な要 を ことから進 ー の を「

学 」、 的 ー の を「 学 」という。進

ー は、 的 ー では行われない、微 方程

式を いた の により、 学的な安 を

する方 を れるという がある。しかし、

する イ スや に じて 式 が

しすぎる 、集 を とする場 に 的で

ある 、 開 ー となると が容 に 発

してしまうことから、方程式による 方 はまだ

開発 上にある に問題が指 される（大 00 ）。 
1  なお、このような 者を 完的に いるア ー

は 術的な でも有 であると えられる。進

ー 論には上記の問題（前 ）があり、社会に

ある「制度」の が、いつも ー のような

な にあるとは らないことを まえると、

のような場 のア ー として、 的ア

ー の を に入れておくことが方 上も 要

であ う。 
1  この場 は、「制度的 完 」であると える。

に（ 行 ド ）であったとしても
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行上は問題ないが、先に たような で、（

行 ド ）の方が、 加的な が得られ

るからである（次 のスー ー ラー を参

のこと）。なお、日本 において  
の は「制度的 」であるが、「制度 し

た 」なら に「制度的 完 」との を け

るため、本稿では「制度の 」にしてある。 
16 制度的 完 の な 義は 下の りに え

られる。今、 つのド イ 、 が存 し、実

な イの として（x’  x’’）と（z’  z’’）
とが れ れにおいて つ つ存 すると する。

つまり、異なる に れ れ な制度が成

している の である。ド イ と の

イ ーは部 的に しているか、完全に一 し

ているとして、このとき、 下の が成 すると

する。 
����� ��� � ������ ���� � ����������� � �������� ����� 
��z��� ���� � ���������� � ������� ���� � ������� ���� 

u と v は れ れ、ド イ と の イ ーの

れ れの 得 を表すものである。この不等式

はスー ー ラー（ 完 ） を表す。最

の不等式は、 の 体にとって x’’を するより x’
を することによる「 加的」 が、 におけ

る制度的 が z’’のときより z’のときの方が大き

いことを意味する。第 の不等式は、 の 体にと

って z’を するより z’’を することによる「

加的」 が、 における制度的 が x’のときよ

り x’’のときの方が大きいことを意味する。このスー

ー ラー のもとでは、 と から成る

つの ステ に して、 つの

（x’  z’）と（x’’  z’’）とが存 しうる（制度 ）。

このような が なとき、x’と z’とが、ま

たは x’’と z’’とが、 いに制度的に 完する

（  ）という（ 木 001
）。 

1  木が する、 本 義の多様 論における

「制度的 完 」は、 木によれば、 さまざまなド

イ における制度的特 について 成果

を し、こうした一 の制度が機 で に

え い経 ー スに 果をもたらすこと

（ 木 010 011 10 ）とされ、このような事

後的な正当 に する「制度的 完 」では、

 
れがどのように進 するかを、機 義的 から

することは であるという（ ）。 
1  ノース（1 0 1 ）では「 的」の を、

存する制約の集 が経 成長を生 すような

を すために いる （ 1 1 3 ）と に

っている。 
1  場からの ィードバ である で

制度 とは微 に異なる。また、ここでは ィー

ドバ も を生じさせる要 にあげられて

いる が 的に異なる。 
0 この制度が 生 されているとき、 的 ー

・ は「一 的 」（   
）にあるという（ 木 001 60 ）。 

1 前者には、 のような外部 を 、

後者には、 り し ー の 的 が 、

力、期 される 割の に変 をもたらし、これ

らの ー の正 または実 が問題となり め

る 場 を が指 されている。（ 61 ） 
 ただし、経 存があったとしても、 の後発

生する制度の 行が最 の不 から 一の

な であったかどうかは不 である。 的

ー ・ がどのようにして一 的 へ

るかは、 （たとえば 術）とド イ 間での

完的 の（ 的な） ラス との

作 の な スや、意 的 イ 、学 、

、 の経 体の実験にも 存するだ う。

かくして、制度進 は 的な 機
ア

と進 的

（ ）とともに、経 存 と新 によって

も特 けられることになる （ 6 66 ）と

られるなど、経 存 の要 外も指 され

る。 
3 ここで指 される は、 には、前

で論じた「制度の 」に して、（1）「 した

社会的 め 」（ ）社会的 め 外の「 ー

の の 成ないし え」（3）「 的な制

度的 完 」の 3 つである（ 6 6 ）。この

う （1）については、さらに 3 つに され、（）

への 体の を する め

（ ）新たな外部機会への 体の を 進する

め （ ）異なる取引ド イ 間での社会的な

本の 、と される。なお、「社会的 め 」

は、制度 した の一例で、 間を じて 的

な、文 的 ー と ばれるものに大体

3
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するものが、 のド イ における非協力的な行

を する である（ 木 001
1 6 3 ）。 

 れ れの例として、（）日本において 中から

後にかけて 成された経 ステ に られるよ

うな、当 の介入 的とは異なる制度進 が 発さ

れる場 （ 力 体制の 高度成長に した日

本 行の成 ）、（ ） アが社会 義体制

から 場志 的なコー ート・ バ スを発

させられないでいるような、 完的な制度 的

的 の不存 により介入が してしまう場 、

（ ）い れの 集 を 先するかというような

政 の 次第で、制度の 進的な 行が実 され

たり、あるいは、 に 的 に して を

もたらしたりするような場 を上げる（ 3
）。 

 河 （ 00 ）における ー 論による制度

方 の は、 ライ の「 制度 」による

ものの ーである。「 制度 」は本稿では

に検討を行っていないが、 木の 制度

と区別しないで 制度 と かれるものもある

（例えば中 ・ 編 010）。しかし、 木・

編（1 6 3 0 ）や 木（ 001 11 1 ）にお

ける記 を参 すると、 木は、 ライ とは

には異なる 場で 制度 の体 を行ってい

たことが される。 の いが に れるのは、

制度の の部 であり、 制度 では 木

のような への により制度 を

することはしない。もともと 木は進 ー ア

ー を、 ライ は部 ー 完全 ア

ー を していたという いもあり、 本的に後

者は 的ア ー 中 である。また、「 制度

」は、 の制度を としていなかったとい

う も げられる。 ライ の を した

内の には、 （1 ）『 の 場経 』が

げられるが、これは の経 制度が する前の

の 期を に、株 間の存 が当 の 場

経 に して えていた を実 的に したも

のである。本稿では、あくまでも 的な問題に

するために前者の導入を るので、「 制度

」への は行わなかった。 
6 木・ 編には、（文 的 投 に して）

日本の大学教育では一 的な 力を身に

けることに が かれており、 こでは 企業

の文 に じた特 に容 に されるような

的な 力の 成が行われていると えることが

できる。（ 1 ）という記 があるとともに、

日本 の企業 では、年 の ステ

を取るため、 期間での が される（ 11
）とある。経 学の である 制度 で

は大学教育への しかないが、 の大学教育につ

ながる 等中等教育の がいかにこの ステ と

的であるかは うまでもないことであ う。 
 例えば、教科 制度が の である。検 制は

教科 場への参入を 制しているので、ここを見

れば「 制行政」だが、 が 入して ・生 に

を行っている無 制の部 を見れば「 行政」

である。この の は 要ではあるが、「教育」

だから「 行政」などと するのは無意味であ

う。 

 

木 一『教育行政の政 間 』多 、 00
年 

  Toward a Comparative Institutional Analysis  
     001  

木昌 『日本経 の制度  ・イ テ

ィ ・ 渉 ー 』 Information, incentives, and 
bargaining in the Japanese economy   

  1 一 、 、1
年 

『経 ステ の進 と多  制度

』東 経 新 社、1 年 
『 制度 に けて』 Toward a 

Comparative Institutional Analysis     
001 澤 、 、 、 001 年 

『 制度  経 ステ の進

と多 』 社学術文 、 00 年 
『コー ー の進 多様  集

・ バ ス・制度』 Corporations in evolving 
diversity: cognition, governance, and institutions  

   010 、

、 011 年 
『 木昌 の経 学入  制度論の地平を

げる』 くま新 、 01 年 
木昌 ・ （ 原）正 編 『経 ステ の

制度 』東京大学 会、1 6 年 
、 修一郎、 山 「第  政策

と制度」『 政策学の 』有 、 010 年、

36

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢　第 36 号　2016 年



2  

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 第 36 号 2016 年 

 
するものが、 のド イ における非協力的な行

を する である（ 木 001
1 6 3 ）。 

 れ れの例として、（）日本において 中から

後にかけて 成された経 ステ に られるよ

うな、当 の介入 的とは異なる制度進 が 発さ

れる場 （ 力 体制の 高度成長に した日

本 行の成 ）、（ ） アが社会 義体制

から 場志 的なコー ート・ バ スを発

させられないでいるような、 完的な制度 的

的 の不存 により介入が してしまう場 、

（ ）い れの 集 を 先するかというような

政 の 次第で、制度の 進的な 行が実 され

たり、あるいは、 に 的 に して を

もたらしたりするような場 を上げる（ 3
）。 

 河 （ 00 ）における ー 論による制度

方 の は、 ライ の「 制度 」による

ものの ーである。「 制度 」は本稿では

に検討を行っていないが、 木の 制度

と区別しないで 制度 と かれるものもある

（例えば中 ・ 編 010）。しかし、 木・

編（1 6 3 0 ）や 木（ 001 11 1 ）にお

ける記 を参 すると、 木は、 ライ とは

には異なる 場で 制度 の体 を行ってい

たことが される。 の いが に れるのは、

制度の の部 であり、 制度 では 木

のような への により制度 を

することはしない。もともと 木は進 ー ア

ー を、 ライ は部 ー 完全 ア

ー を していたという いもあり、 本的に後

者は 的ア ー 中 である。また、「 制度

」は、 の制度を としていなかったとい

う も げられる。 ライ の を した

内の には、 （1 ）『 の 場経 』が

げられるが、これは の経 制度が する前の

の 期を に、株 間の存 が当 の 場

経 に して えていた を実 的に したも

のである。本稿では、あくまでも 的な問題に

するために前者の導入を るので、「 制度

」への は行わなかった。 
6 木・ 編には、（文 的 投 に して）

日本の大学教育では一 的な 力を身に

けることに が かれており、 こでは 企業

の文 に じた特 に容 に されるような

的な 力の 成が行われていると えることが

できる。（ 1 ）という記 があるとともに、

 
日本 の企業 では、年 の ステ

を取るため、 期間での が される（ 11
）とある。経 学の である 制度 で

は大学教育への しかないが、 の大学教育につ

ながる 等中等教育の がいかにこの ステ と

的であるかは うまでもないことであ う。 
 例えば、教科 制度が の である。検 制は

教科 場への参入を 制しているので、ここを見

れば「 制行政」だが、 が 入して ・生 に

を行っている無 制の部 を見れば「 行政」

である。この の は 要ではあるが、「教育」

だから「 行政」などと するのは無意味であ

う。 
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